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国分寺市立教育センター指定管理者候補者の選定結果の公表について 

 

国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（以下手続条例）第４条の規

定により、国分寺市立教育センターの指定管理者の候補者を選定いたしました。 

選考につきましては、指定管理者候補者選定委員会を設置し、選定いたしました。 

なお、指定管理者の決定は、国分寺市議会における議決後となります。 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 

  国分寺市立教育センター 

 

２ 指定管理者候補者 

  株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン 

 

３ 予定指定期間  

  令和８年４月１日から令和 10年３月 31日（２年間） 

 

４ 選定理由 

  国分寺市立教育センターの指定管理者候補者選定にあたっては、手続条例第２条により

候補者の募集を行いました。 

指定管理者候補者選定委員会において、応募団体の概要、基本方針等、審査基準に基づ

いて総合的に評価を行い、その結果、市の定める指定管理者選定評価基準における評価点

の総合得点が選定基準に達したことから、上記団体を指定管理者候補者として選定いたし

ました。 

指定管理者候補者選定委員会の選定結果及び指定管理者の評価基準票は別紙のとおりで

す。 

 

５ 今後の予定 

（１）指定管理者の指定に関する議決予定：令和７年 12月 

 （２）指定管理者による管理開始予定：令和８年４月１日 

 

６ 問合せ 

国分寺市役所 教育部 社会教育課 社会教育担当 

〒185-8501 東京都国分寺市泉町２－２－18 

電話 042-325-0111（内線 2901～2903） 

FAX 042-312-8714 

Ｅ-mail shakaikyouiku@city.kokubunji.tokyo.jp 
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国分寺市立教育センター指定管理者募集要項 

 

国分寺市では、経費削減等を図るとともに、住民サービスの向上を図ることを目的として、

国分寺市立教育センター施設の管理に令和８年４月から指定管理者制度を導入することとい

たしました。 

指定管理業務を希望される法人その他の団体（以下「団体」という。）を下記のとおり募

集しますので、本要項に基づき申請してください。なお、申請に当たっては、必ず、「指定

管理者制度の運用指針」（市ホームページに掲載）をよくお読みください。 

 

１ 対象施設の名称、所在地、設置目的、規模等その他施設に関わる概要 

 (1) 施設の名称、所在地 

    施設の名称 ：国分寺市立教育センター 

    施設の所在地：国分寺市光町一丁目 46番地８ 

 (2) 国分寺市立教育センターの設置目的 

    教育の振興及び充実並びに市民の生活文化の向上を図ることを目的とした施設です。 

 (3) 規模等その他施設に関わる概要 

    別紙国分寺市立教育センター指定管理業務仕様書（以下「仕様書」という。）を参照し

てください。 

 (4) 指定管理費 

    協定期間中に市が負担する額の上限額は、下記のとおりとします。応募の際は、この上

限額以内で収支計算書における指定管理費を設定してください。 

     令和８年度から２年分総額の上限額  168,900,000円（消費税及び地方消費税含む） 

      ※指定管理費は仕様書を参照の上、積算してください。 

 

２ 指定管理者が管理する業務の範囲 

  指定管理者は、対象施設の運営及び維持管理に係る次の業務を実施します。具体的な内容は

仕様書を参照してください。 

 (1) 業務の範囲 

  ① 本施設及び附属設備の使用の承認及び使用料の納入等に関すること（消費税の適格請求

書等保存方式（インボイス制度）への対応を含む。）。 

  ② 前号の使用承認の変更及び取消しに関すること。 

  ③ 本施設の使用に伴う使用者への便宜の寄与に関すること。 

  ④ 本施設、附属設備及び物品等の維持管理及び安全に関すること。 

  ⑤ 本施設の修繕等のうち軽微なものに関すること。 

  ⑥ 本施設の鍵管理、本施設内の整理整頓等日常的な管理に関すること。 
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  ⑦ 新幹線資料館及び鉄道展示室の管理運営業務に関すること。 

  ⑧ 本施設内の関係団体との連携業務に関すること。 

  ⑨ 施設の管理運営に関して、教育委員会が必要と認めること。 

 (2) 業務に係る条件 

  ①開館日は通年とします。ただし、国分寺市立教育センター条例（平成６年条例第 22号）

第５条の休館日は除きます。 

  ②業務時間等は仕様書によることとします。 

 

３ 利用料金制に関する事項 

   本施設では、地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「法」という。）第 244条の２第

８項の「利用料金制」は採用しません。 

 

４ 指定期間 

   令和８年４月１日から令和 10年３月 31日までの２年間とします。 

 

５ 応募資格 

 (1) 当施設の管理運営を、安全かつ円滑に行える団体であること。 

 (2) 団体又は代表者が、次の事項に該当しないこと。 

  ①地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４（一般競争入札の参加者の資

格）の規定に該当するもの 

  ②申請期間において、国分寺市から指名停止措置を受けているもの 

  ③法人の場合は、最新の営業年度の法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、法人住民

税を滞納しているもの。法人以外の団体の場合は、代表者の最新の所得税、個人住民税、

個人事業税、消費税及び地方消費税を滞納しているもの（申請者の所在地が東京都特別区

にある場合は、法人市民税は法人都民税、市民税は特別区民税となります。） 

  ④会社更生法（平成 14年法律第 154号）、民事再生法（平成 11年法律第 225号）等により

更正又は再生手続を開始している法人 

  ⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条に掲げ

る暴力団又は国分寺市暴力団排除条例（平成 24年条例第 21号）第２条に掲げる暴力団員

等及びそれらの利益となる活動を行う団体 

  ⑥国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成 17年条例第 31号）第

３条第２項から第４項までに規定するもの 

 (3) 当施設に、別紙仕様書の範囲で、資格を有する人員を配置できること。 

 (4) 当施設に、防火・防災管理者の資格を有する人員が配置できること。又は令和８年４月１

日までに配置が可能であること。 
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６ 申請手続 

 (1) 募集要項の配布 

  ①配布日時：令和７年７月 15日（火）から令和７年７月 28日（月）まで 

         午前９時～正午、午後１時～午後５時 

           ※ただし、土・日曜日を除く 

  ②配布場所：国分寺市泉町二丁目２番 18号 

          国分寺市 教育部 社会教育課 社会教育担当 

           ※国分寺市ホームページからもダウンロードできます。 

 (2) 現場説明会 

  ①日 時：令和７年８月６日（水）午後２時から 

  ②場 所：国分寺市光町一丁目 46番地８ 国分寺市ひかりプラザ 

  ③注意事項：１団体２名まで。応募する団体は、原則として参加していただきます。 

         参加する場合は、８月５日（火)午後５時までにＥメールで団体名、参加者

の所属、氏名、人数及び連絡先を担当課まで御連絡ください。 

 (3) 質疑及び回答 

    質問は、下記受付期間内に文書により行うこととします。持参、郵送、Ｅメールいずれ

の方法でも受け付けます。回答は、質問をした団体に、Ｅメールで送付します。また、寄

せられた質問をとりまとめ、国分寺市ホームページに随時回答を掲載します。 

    質問受付期間：令和７年７月 15日（火）から８月８日（金）午後５時まで 

 

 (4) 申請書等の提出 

  ①提出書類：「別紙 提出書類一覧表」を参照 

  ②提出期間：令和７年８月 14日（木）から令和７年８月 26日（火）まで 

         午前９時～正午、午後１時～午後５時 

          ※ただし、土・日曜日を除く 

  ③提 出 先：国分寺市泉町二丁目２番 18号 

          国分寺市 教育部 社会教育課 社会教育担当 

    必要書類を整えて、上記窓口まで持参してください。郵送等の提出や提出期限を過ぎた

場合は受け付けません（提出いただいた書類については、返却いたしませんのであらかじ

め御了承ください。）。 

    また、市が必要と認める場合は、追加の資料提出を求める場合もあります。 

    原則として、一度提出し受け付けたものの訂正や差替え等はできませんので、注意の上、

作成処理をお願いします。 

    ※申請に要する経費は、申請者の負担とします。 
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 (5) 申請書類・審査に関する情報公開等 

    提出された書類等は、「指定管理者制度の運用指針」に記載のとおり、国分寺市情報公

開条例（平成 11年条例第 33号）の規定に基づく情報公開対象文書、市ホームページ及び

オープナーにおける公表文書並びに市議会の委員会審査における提出資料となります。 

 

７ 指定管理者の候補者の選定等 

 (1) 資格審査 

    次に該当する申請は、資格がないものとします。 

  ①資格要件を欠くもの、又は提出書類に不備があるもの。 

  ②提出書類に虚偽の記載があったもの。 

  ③その他選定に係る不正行為があったもの。 

 (2) 選定委員会による審議 

    市が設置する指定管理者候補者選定委員会で下記の事項について評価基準に基づき評価

を行います。 

 ◎①団体の理念・姿勢 

  ②団体の安定性 

  ③団体の継続性 

  ④団体運営の透明性・公平性 

  ⑤団体運営における法令等の遵守状況 

  ⑥運営実績 

  ⑦効率・効果的運営への取組み状況 

 ◎⑧受託への熱意・意欲 

  ⑨事業運営の独創性 

 ◎⑩施設管理の安全性への配慮 

 ◎⑪利用者への対応状況（接遇・苦情対応） 

  ⑫社員等の育成状況 

  ⑬個人情報保護対策状況 

  ⑭自主事業などの提案 

  ⑮障害者の雇用状況 

  ⑯高齢者の雇用状況 

  ⑰管理運営に必要な提案金額 

  ⑱環境への配慮 

  ⑲地域雇用の状況（現状及びこれからの計画） 

  ⑳災害時の対応 

 ◎㉑新幹線資料館及び鉄道展示室における企画・提案 
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 (3) プレゼンテーションの実施 

    ２次審査として、プレゼンテーションを実施します。プレゼンテーションは、書類審査

による１次審査で７割以上の評価を得た申請者を対象に非公開で実施します。 

    また、プレゼンテーションにおいては、(2)の①～㉑の事項のうち「◎」の表示がある

事項についてプレゼンテーションを行っていただきます。 

 (4) 選定結果の通知 

    選定結果は、申請者に書面で通知します。審査内容、選定理由についての問合せには、

お答えできません。 

 (5) 選定結果の公表 

    選定結果については、市ホームページ及びオープナーにて公表するものとします。公表

を行う内容は、原則として①募集要項 、②協定書（案）・仕様書 、③事業計画及び企画

提案書 、④収支計算書 、⑤人員配置計画書 、⑥指定管理者候補者選定委員会評価集計

表 、⑦指定管理者の評価基準票とします。 

    なお、国分寺市情報公開条例第９条に該当するおそれのある資料については、指定管理

者候補者の了解を得て公表するものとします。 

 

８ 選定後の手続等 

 (1) 仮協定書の締結 

    指定管理者の候補者を決定後、速やかに仮の協定書を締結します。 

 (2) 市議会の議決 

    指定管理者の候補者を選定後、指定に係る議案を市議会に提出し、市議会の議決を得ま

す。ただし、議決を得るまでの間に、指定管理者の候補者を指定管理者に指定することが

著しく不適当と認められる事情が生じたときには、指定管理者の候補者の選定を取り消す

ことがあります。 

    なお、議決を得ることができなかった場合においても、指定管理者の候補者が支出した

費用等については、補償しないことを御了承ください。 

 (3) 本協定の締結 

    指定管理者の指定及び本協定締結は、市議会の議決後に行います。 

 (4) 指定管理業務の準備 

    指定管理者は、指定開始日に円滑に業務を開始するため、事業の引継ぎ等を含め、指定

開始日前に必要な準備を開始していただきます。 

 

９ 仮協定書、本協定書で締結する事項 

 (1) 市の条例・方針等の遵守に関する事項 

 (2) 指定期間に関する事項 
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 (3) 事業及び管理業務の実施内容に関する事項 

 (4) 施設の安全対策に関する事項 

 (5) 災害等の緊急時の対応に関する事項 

 (6) 苦情対応に関する事項 

 (7) 事業計画及び事業報告に関する事項 

 (8) 業務実施状況等の確認に関する事項 

 (9) モニタリング・評価に関する事項（利用者アンケート調査実施及び事業実施状況自己評

価） 

 (10)指定管理者に支払うべき管理費用に関する事項 

 (11)施設使用料の扱いに関する事項 

 (12)事故等に係る損害賠償請求に関する事項 

  ①指定管理者と利用者との間に生じた損害賠償に関する事項 

  ②指定管理者と市との間に生じた損害賠償に関する事項 

  ③期間の途中で相手から解約の申し出があった場合の損害賠償に関する事項 

 (13)指定の取消しや指定期間満了により指定管理者が変更になる場合に従来の指定管理者に対

して、新指定管理者に管理運営に必要な事項等について引継ぎを行う義務を課すための事

項 

 (14)原状回復に関する事項 

 (15)指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

 (16)権利・義務の譲渡の禁止等に関する事項 

 (17)個人情報の保護に関する事項 

 (18)情報公開に関する事項 

 (19)文書の管理・保存の徹底に関する事項 

 (20)監査委員による監査に関する事項 

 (21)その他特に必要な事項（具体化したサービス水準等） 

 

10 指定管理者に係る基本事項 

 (1) 関係法令の遵守 

    指定管理業務の実施に当たっては、法、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律

第 57号）、国分寺市立教育センター条例、国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続

等に関する条例、国分寺市情報公開条例、国分寺市オンブズパーソン条例（平成 14年条

例第 50号）、国分寺市公共調達条例（平成 24年条例第 35号）、国分寺市暴力団排除条

例その他関係法令を遵守するとともに、公平性の保持、安全確保に努めていただきます。 

 (2) 管理人員 

    別紙仕様書を参照してください。 
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 (3) 指定管理に係る経費 

    選定された指定管理者が申請の計画で提示した業務を実施するために必要な経費額をも

とに、指定管理費、支払時期、支払方法等を協定により定めます。 

 (4) 業務の委託 

    包括的な業務の第三者への委託については認められません。個別の業務（保守点検業務

等）の委託については、事前に本市との協議が必要です。 

 (5) 障害者差別解消法等に基づく対応 

    指定管理者制度導入施設は、市が設置した公の施設であることから、指定管理者におい

ても、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成 25年法律第 65号）及

び「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」(平成 30年条例第 86

号)に基づき、不当な差別的扱いの禁止と合理的配慮の提供について、適切に対応する必

要があります。 

 (6) 責任者氏名の公開 

    指定管理者の指定後、施設管理者等の責任者氏名は公開となります。 

 (7) その他 

    指定管理者が行う施設の管理の適正を期するために、本市が行う指示に従わないとき、

その他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第 244条の

２第 11項に基づき、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又

は一部の停止を命じることがあります。 

 

11 その他特に必要な事項 

 (1) 国分寺市公共調達条例について 

    国分寺市公共調達条例を適用する案件となるため、第 14条（公共調達に係る契約等の

内容）の定めに従い、指定管理者は当該案件に係る業務に専ら従事する労働者に対して市

の定める最低額以上の賃金を支払う必要があります。なお、最低額等は市ホームページを

参照してください。 

 (2) 事前準備等 

    指定管理者となる団体は、令和８年３月 31日までの間に、必要な準備業務を行ってく

ださい。準備業務には、市職員との引継ぎ並びに指定管理者の職員の教育・訓練を含みま

す。準備業務に係る経費は、指定管理者の負担となります。 

 (3) 地域雇用の推進 

    新たに人員を雇用する際は、市内在住者の雇用を促進してください。 

 (4) 接触の禁止 

    本件業務に関係する本市職員との接触により、申込み及び選定についての情報を不正に

入手する等の事実が認められた場合、失格や指定の取消しとなります。 
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 (5) 貸出施設について 

    国分寺市立教育センターの貸出施設は、101会議室、203会議室、204会議室、実験実

習室及び 501会議室がありますが、令和８年４月１日から 201会議室、202会議室及び生

活実習室の３部屋が加わります。 

 

12 担当課 

  〒１８５－８５０１ 

  東京都国分寺市泉町二丁目２番 18号 

  国分寺市 教育部 社会教育課 社会教育担当 

  電話 ０４２－３１２－８６５４ 

  Ｅメール shakaikyouiku@city.kokubunji.tokyo.jp 

 

mailto:shakaikyouiku@city.kokubunji.tokyo.jp
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国分寺市立教育センターの管理に関する協定書 

 

 国分寺市教育委員会（以下「甲」という。）と国分寺市長（以下「乙」という。）と●●●

（以下「丙」という。）とは、国分寺市立教育センター条例（平成６年条例第22号。以下「教育

センター条例」という。）により設置された国分寺市立教育センター（以下「教育センター」と

いう。）の管理運営について、国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平

成17年条例第31号。以下「手続条例」という。）第７条（協定の締結）の規定に基づき、次のと

おり協定（以下「この協定」という。）を締結する。 

 なお、この協定書において、「教育センター」を「本施設」とする。 

第１章 総 則 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、甲と丙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事

項を定めるものとする。 

 

 （指定管理者の指定の意義） 

第２条 甲及び丙は、本施設の管理に関して、甲が指定管理者の指定を行うことの意義が民間事

業者たる丙の能力を活用しつつ本施設の利用者の利便性を向上させ、市民の多彩な交流と活動

の場を創出するとともに、まちの魅力を発信することで、健康で文化的な生活に寄与すること

であることを確認する。 

 

 （公共性の尊重） 

第３条 丙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理業務（以

下「本業務」という。）の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重

するものとする。 

２ 甲は、本業務が民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、対等な立場に立って

その趣旨を尊重するものとする。 

 

 （法令等の遵守等） 

第４条 甲及び丙は、法令及び条例を遵守するとともに、互いに協力し信義を重んじ、この協定

を誠実に履行しなければならない。 

２ 丙は、国分寺市政治倫理条例（平成13年条例第52号）第27条（市が行う契約等に関する遵守

事項）に規定する法人等に該当する場合にあっては、同条に規定する事項を遵守するものとす

る。 

３ 丙は、国分寺市行政手続条例（平成７年条例第29号）の定めるところに従い、本業務の実施

に当たり、行政運営における公平性及び透明性の確保に努めなければならない。 
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４ 甲及び丙は、国分寺市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例（平成19年条例第20

号）第５条（事業者等の責務）に定めるところに従い、公益通報に適切に対処しなければなら

ない。 

 

 （用語の定義） 

第５条 この協定で用いる用語の定義は、別紙１のとおりとする。 

 

 （管理物件） 

第６条 本業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、管理施設と管理物品からな

る。この場合において、管理施設及び管理物品の内容は、別紙２のとおりとする。 

２ 丙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。 

３ 丙は、管理物件を施設の設置目的以外の目的で使用してはならない。ただし、甲の許可を得

たときは、この限りでない。 

 

 （指定期間） 

第７条 丙に本業務を行わせる期間（以下「指定期間」という。）は、令和８年４月１日から令

和10年３月31日までとする。 

２ 本業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 

第２章 本業務の範囲と実施条件 

 （本業務の範囲） 

第８条 甲は、手続条例第９条（業務の範囲）の規定に基づき、次に掲げる業務を丙に行わせる。 

(1) 本施設及び附属設備の使用の承認及び使用料の納入等に関すること。 

(2) 前号の使用承認の変更及び取消しに関すること。 

(3) 本施設の使用に伴う使用者への便宜の寄与に関すること。 

(4) 本施設、附属設備及び物品等の維持管理及び安全に関すること。 

(5) 本施設の修繕等のうち軽微なものに関すること。 

(6) 本施設の鍵管理、本施設内の整理整頓等日常的な管理に関すること。 

(7) 新幹線資料館及び鉄道展示室の管理運営業務に関すること。 

(8) 本施設内の関係団体等との連携業務に関すること。 

(9)施設の管理運営に関して、教育委員会が必要と認めること。 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。 

 

 （自家用電気工作物の保安業務に関する業務区分） 

第９条 甲は、自家用電気工作物の保安業務が発生する場合においては、丙をみなし設置者とす
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る。 

２ 丙は、電気事業法（昭和 39年法律第 170号）及び電気関係報告規則（昭和 40年通商産業省

令第 54号）に定める維持義務、保安規程の届出、電気主任技術者の選任、外部委託関係等に

関する業務について行うものとする。 

３ 丙は、甲から指定を受けた施設の自家用電気工作物について、維持管理の主体であって電気

事業法 39条第１項の義務を果たすものとする。 

 

 （甲が行う業務の範囲） 

第10条 次の業務については、甲が自らの責任と費用において実施するものとする。 

(1) 本施設の目的外使用許可に関する業務 

(2) 不服申立てに関する業務（丙を被告とした処分の取消しの訴えの訴訟に関する業務を除

く。） 

(3) 第８条第５号を除く本施設の修繕等に関する業務 

 

 （業務実施条件） 

第11条 丙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、仕様書に示すとおり

とする。 

 

 （業務範囲及び業務実施条件の変更） 

第12条 甲又は丙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第８条で定めた本業務

の範囲及び前条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。 

２ 甲又は丙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 業務範囲又は業務実施条件の変更、それに伴う指定管理費の変更等については、前項の協議

において決定するものとする。 

第３章 本業務の実施 

 （本業務の実施） 

第13条 丙は、この協定、条例及び関係法令のほか、募集要項、要求水準書等並びに本施設の指

定管理者の公募に当たり丙が提出した事業計画及び企画提案書（以下「提案書」という。）に

従って本業務を実施するものとする。 

２ 本業務の実施に当たり、前項に規定する書類等に矛盾又は齟齬が生じたときは、この協定、

募集要項、提案書の順にその解釈が優先されるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、提案書で募集要項等を上回る水準の提案がされている場合は、当

該提案書の示された水準によるものとする。 

 

（指定開始日以前の準備） 
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第14条 新たに指定を受け運営を行う場合は、丙は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要

な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。 

２ 丙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して本施設の視察を申し出るこ

とができるものとする。 

３ 甲は、丙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じ

なければならない。 

４ 従前の指定管理者がその指定期間満了後、改めて指定を受け運営を行う場合は、指定開始日

に先立ち、丙は、甲からの指導等を踏まえ継続した事業の実施に向けた準備を進めなければな

らない。特に新たな事業を実施する場合は、必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を

行わなければならない。 

 

 （第三者への委託又は請負） 

第15条 丙は、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、又は請

け負わせてはならない。 

２ 丙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、全て丙の責任及び費用において行うものと

し、本業務に関して丙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用

については、全て丙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、丙が負

担するものとする。 

 

 （権利又は義務の譲渡等） 

第16条 丙は、この協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはなら

ない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合は、この限りでない。 

２ 丙は、この協定によって生ずる権利又は義務を相続、合併又は分割により相続人等に承継さ

せる場合は、事前に甲と協議をするものとする。 

 

 （管理施設及び備品の修繕等） 

第17条 管理施設の修繕、改造、増築又は移設については、甲が自己の費用と責任において実施

するものとする。 

２ 管理備品の修繕等のうち軽微なもの（１件100,000円未満）については、あらかじめ甲の承

認を得た上で、丙の責任において実施するものとし、丙は、その結果を速やかに甲に報告する

ものとする。 

 

 （施設の安全対策） 

第18条 丙は、本業務等における安全管理の徹底のため、安全責任者を配置し、法令等を遵守し

た対応マニュアル（以下「安全管理マニュアル」という。）を作成して従事者に周知徹底を図

り、その対策に万全を期さなければならない。 

 

 （緊急時の対応） 

第19条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、丙は、
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速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しな

ければならない。また、緊急災害時において丙は、国分寺市地域防災計画に基づき、甲と協力

して活動するものとする。 

２ 事故、災害等の緊急事態が発生した場合は、丙は必要に応じ、甲その他関係者に協力を求め、

当該緊急事態に対応するものとする。 

 

 （情報管理） 

第20条 丙又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び

甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはな

らない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。 

２ 丙は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び別紙４に定める事項を遵守

し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失、毀損等の事故の防止その他の個人

情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

３ 丙は、本業務に従事している者又は従事していた者が秘密等を漏らし、又は自己の利益のた

めに使用しないよう必要な措置を講じなければならない。 

４ 丙は、本業務を行うに当たり、電子計算機を用いて情報を処理するときは、必要に応じ、次

の各号に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。 

 (1) 丙は、本業務に従事する者に対し、情報の盗用、改ざん、滅失、毀損、漏洩、無断持出し

その他不適正な取扱いが行われないよう、情報セキュリティに関する指導監督を行わなけれ

ばならない。 

 (2) 丙は、情報処理を行う施設（本施設及び事業所等）や装置（電子計算機等）に対し、外部

からの侵入により市の情報が盗用、改ざん、滅失、毀損、漏洩その他不適正な取扱いが行わ

れないよう、情報セキュリティ対策を講じなければならない。 

 (3) 丙は、本業務に係る情報を処理、保管、搬送する場合は、それぞれに必要な機密対策を講

じ、情報の盗難、散逸、滅失、紛失その他不適正な取扱いが行われないよう、適正に運用し

なければならない。 

 (4) 丙は、本業務に係る情報を取扱う情報システムの運用において、情報の漏洩、不正アクセ

スその他不適正な処理が行われないよう、不正アクセス対策及びコンピュータウィルス対策

等を講じなければならない。 

 

 （情報公開） 

第21条 丙は、国分寺市情報公開条例（平成11年条例第33号）及び別紙５に定める事項に従い、

本業務に関して保有する情報の公開に関し、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 丙は、甲に、施設の管理運営について同条例に基づき情報公開請求がなされたときは、これ

に協力しなければならない。 

 

 （文書の管理及び保存） 

第22条 丙は、本業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書（図面及び電磁的記録を含

む。）については、適正に管理し、及び保存しなければならない。 
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 （利用者の苦情対応） 

第23条 丙は、苦情に対する体制を整備するとともに、苦情等が発生した場合は、仕様書に定め

る内容に基づき誠意を持って対応しなければならない。 

２ 甲は、苦情等を把握するとともに、その内容について丙と連携し解決を図らなければならな

い。 

 

 （研修の実施） 

第 24条 丙は、本業務等に従事する者に対し、安全管理、個人情報の保護その他本事業等の実

施に関し、必要な研修を定期及び随時において行わなければならない。 

 

 （公共施設予約システムの利用） 

第25条 甲は、丙が本業務を行うに当たり、国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則

（平成29年規則第31号）に定める公共施設予約システム（以下「公共施設予約システム」とい

う。）を丙の利用に供することができる。 

２ 甲は、甲の費用と責任において公共施設予約システムの保守管理を行い、常に良好な状態に

保つものとする。 

３ 丙は、公共施設予約システムを利用する際において、国分寺市公共施設予約システムの利用

に関する規則のほか、関係する規定を遵守し、善良なる管理者の注意をもって公共施設予約シ

ステムを管理運用しなければならない。 

４ 丙は、公共施設予約システムの利用に関し事故等が発生したとき、又はそのおそれがあると

きは、その状況等を直ちに甲に報告し、当該事故の解決又は防止に努めなければならない。 

５ 丙は、公共施設予約システムの利用に当たり知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

指定期間終了後も同様とする。 

６ 丙は、公共施設予約システムを利用する従事者に対し、情報の盗用、改ざん、滅失、毀損、

漏洩、無断持出しその他不適切な取扱いが行われないよう、情報セキュリティに関する指導監

督を行わなければならない。 

７ 甲は、公共施設予約システムの利用に当たり、別紙２に示す機器を無償で丙に貸与する。 

８ 丙は、指定期間中、機器を常に良好な状態に保つものとする。 

９ 丙は、故意又は過失により機器を滅失又は毀損したときは、それによって生じた損害を甲に

賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めるときは、甲は、その全部又

は一部を免除することができる。 

10 公共施設予約システムの運用に当たり必要となる消耗品（プリンタートナー及び印刷用紙）

は、甲が負担するものとする。 

第４章 管理物品の扱い 

 （管理物品の貸与及び使用等） 



11 

第26条 甲は、別紙２に示す管理物品を無償で丙に貸与する。 

２ 丙は、指定期間中、管理物品を常に良好な状態に保つものとする。 

３ 貸与管理物品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は、

丙との協議により、必要に応じて甲の費用で当該貸与管理物品に代わる管理物品を購入し、又

は調達するものとする。 

４ 丙は、故意又は過失により管理物品を滅失又は毀損したときは、甲との協議により、必要に

応じて甲に対しこれを弁償し、自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入

し、又は調達しなければならない。 

５ 無償貸与を受けている管理物品の修繕は、1件につき 100,000円未満（消費税及び地方消費

税を含む。）のものについては丙の負担とし、それを超えるものは別途協議とする。 

６ 丙は、独自提案によるサービス向上を図るため、甲の了承を得た上で必要な管理物品を自己

の費用負担と責任において調達することができる。この場合における管理物品の所有権は、丙

に帰属する。なお、丙が調達した管理物品の修繕・再調達については、金額にかかわらず丙が

自己の費用負担において行う。 

７ 丙は、甲の承認を得ないで、管理物品を他の用途に供し、若しくはその現状を変更し、又は

貸与してはならない。 

 

第５章 業務実施に係る甲の確認事項 

 （事業計画書） 

第27条 丙は、あらかじめ次に掲げる内容を記載した年度別事業計画書を作成し、毎年度甲が指

定する期日までに提出し、甲の確認を得なければならない。 

(1) 管理業務等の体制及び実施計画（管理業務及び自主事業） 

(2) 予算に係る計画 

(3) 従事者育成に係る研修計画 

(4) 利用者意見及び自己評価に係る計画（利用者アンケート調査、事業実施状況自己評価） 

(5) 苦情対応に係る方針 

(6) その他管理等に係る必要な計画（施設の特性に応じた具体的なサービス水準等） 

２ 甲は、前項の規定により提出された事業計画書について、必要があると認めるときは、丙に

対してその変更を指示することができる。 

３ 丙は、甲の承諾を得なければ、第１項の規定により甲に提出した事業計画書を変更すること

ができない。 

 

 （経営状況） 

第28条 丙は、本業務を安定して行う経営基盤を有していることを明らかにするため、次条の事

業報告書の提出と合わせて、次に掲げる書類を甲に提出しなければならない。 

 (1) 決算書（貸借対照表、損益計算書等） 
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 (2) その他甲が必要と認める書類 

 

 （事業報告書） 

第29条 丙は、毎年度終了後 60日以内に、本業務に関し、次の各号に示す事項を記載した事業

報告書を提出しなければならない。 

(1) 管理業務等の体制及び実施状況（管理業務及び自主事業） 

(2) 決算状況等及び本施設の利用実績 

  （決算収支状況、使用料徴収実績、本施設の利用実績(利用者数、利用不承認等の件数及び

その理由)） 

(3) 従事者育成に係る研修実施状況 

(4) 利用者意見及び自己評価（利用者アンケート調査結果、事業実施状況自己評価） 

(5) 苦情対応に係る記録 

(6) 事業計画書に掲載した計画の実施状況 

(7) その他管理の実態を把握するために必要な事項 

２ 丙は、甲が第47条から第49条までの規定に基づいて年度途中において丙に対する指定管理者

の指定を取り消した場合は、指定が取り消された日の翌日から60日以内に当該年度の当該指定

が取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

 

 （甲による業務実施状況の確認） 

第30条 甲は、丙が提出した第27条の事業計画書及び前条の事業報告書に基づき、丙が行う業務

の実施状況及び本施設の管理状況の確認を随時行うものとする。 

２ 甲は、前項における確認のほか、丙による業務実施状況等を確認することを目的として、随

時、管理施設へ立ち入ることができる。また、甲は、丙に対して本業務の実施状況、本業務に

係る管理経費等の収支状況等について文書又は口頭による説明を求めることができる。 

３ 丙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じ

なければならない。 

 

 （甲による業務の改善勧告） 

第31条 前条の確認の結果、丙による業務実施が仕様書等、甲が示した条件を満たしていないと

認められるときは、甲は、丙に対して必要な指示を行い、又は業務の改善を勧告するものとす

る。 

２ 丙は、前項の指示又は改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。 

第６章 指定管理費及び使用料 

 （指定管理費の支払い） 

第32条 乙は、本業務実施の対価として、丙に対して令和８年度 金●●●円、令和９年度 金

●●●円（消費税及び地方消費税を含む。）の指定管理費を支払うものとする。 
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２ 乙が丙に対して支払う指定管理費は、年度ごとの12分の１を毎月支払うものとする。 

３ 丙は、当該月の指定管理費の支払いに関する請求書を当該翌月の初日から起算して14日以内

に乙に対して送付するものとする。乙は、当該請求書を受領してから30日以内に丙に対して指

定管理費を支払うものとする。 

 

 （指定管理費の変更） 

第33条 甲又は丙は、指定期間中に賃金水準又は物価水準等の変動により当初合意された指定管

理費が不適当となったと認めるときは、相手方に対して通知をもって指定管理費の変更を申し

出ることができるものとする。 

２ 甲又は丙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 変更の要否、変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。 

 

 （施設及び附属設備等使用料収入の取扱い） 

第34条 本施設の使用料収入は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２（指定公金事

務取扱者）による徴収に関する事務の委託とし、丙は、本施設において利用者から徴収する使

用料を納付書により甲へ納めるものとする。 

 

 （施設及び附属設備等使用料） 

第35条 本施設使用料の額は、教育センター条例施行規則に定めるものとする。 

 

第７章 損害賠償及び不可抗力 

 （損害賠償等） 

第36条 丙は、故意又は過失により管理物件を滅失又は毀損したときは、それによって生じた損

害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めるときは、甲は、そ

の全部又は一部を免除することができるものとする。 

 

 （第三者への賠償） 

第37条 本業務の実施において、丙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、丙は、そ

の損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲丙双方

の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りでない。 

２ 甲は、丙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、

丙に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 

 

 （保険） 

第38条 本業務の実施に当たり、甲が付保しなければならない保険は、別紙３のとおりとする。 

２ 本業務の実施に当たり、丙が付保しなければならない保険は、次のとおりとする。なお、丙
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が当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに甲に提示すること。 

(1) 施設管理賠償責任保険 

(2) 盗難保険 

(3) 災害補償保険 

(4) 動産総合保険（現金総合保険） 

(5) その他丙が必要と認める保険 

 

 （不可抗力発生時の対応） 

第39条 不可抗力が発生した場合、丙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置を

とり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければな

らない。 

 

 （不可抗力によって発生した費用等の負担） 

第40条 不可抗力の発生に起因して丙に損害、損失及び増加費用が発生した場合、丙は、その内

容及び程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。 

２ 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で丙との協議を行い、不可

抗力の判定、費用負担等を決定するものとする。 

３ 不可抗力の発生に起因して丙に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用について

は、合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、丙が付保した保険によりてん

補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。 

４ 不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用について

は、甲が負担するものとする。 

 

 （不可抗力による一部の業務実施の免除） 

第41条 前条第２項の協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなった

と認められた場合、丙は、不可抗力により影響を受ける限度においてこの協定に定める義務を

免れるものとする。 

２ 丙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、丙との協議の上、丙が当該

業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理費から減額することができるもの

とする。 

第８章 指定期間の満了 

 （業務の引継ぎ等） 

第42条 丙は、この協定の終了に際し、引き続き本施設の指定管理者となる場合を除き、本施設

の運営が遅滞なく、かつ、円滑に実施されるよう、甲が指定する期日までに、必要な事項を記

載した業務引継ぎ書等を作成し、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わな

ければならない。この場合において、引継ぎ等に係る費用は、すべて丙が負担するものとする。 
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２ 甲は、必要と認める場合には、この協定の終了に先立ち、丙に対して甲又は甲が指定するも

のによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。 

３ 丙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じ

なければならない。 

 

 （原状回復義務） 

第43条 丙は、この協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に

対して管理物件を明け渡さなければならない。 

２ 甲は、丙が正当な理由なく前項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは、丙に代わっ

て原状に回復するために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、丙は、甲が講じ

た必要な措置に要した費用を負担しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、甲が必要と認める場合には、丙は、管理物件の原状回復は行わ

ずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。 

 

 （管理物品の扱い） 

第44条 この協定の終了に際し、管理物品については、丙は甲又は甲が指定するものに対して引

き継がなければならない。 

２ 丙が任意により購入し、又は調達した管理物品については、原則として丙が自己の責任と費

用で撤去等を行うものとする。ただし、甲と丙の協議において両者が合意した場合は、丙は、

甲又は甲が指定するものに対してこれを引き継ぐことができる。 

第９章 指定期間満了以前の指定の取消し 

 （甲による指定の取消し） 

第45条 甲は、丙が地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２第11

項及び手続条例第11条の規定により、丙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、そ

の指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

 (1) 教育センター条例又は協定書の記載内容に違反したとき。 

 (2) 法第244条の２第10項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これに応じず、又は

虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき。 

 (3) 法第244条の２第10項の規定に基づく必要な指示に従わないとき。 

 (4) 本施設の指定管理者募集要項に定める資格要件を失ったとき。 

 (5) 申込み時に提出した書類の内容に虚偽があると判明したとき。 

 (6) 丙の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難になったと

判断されるとき。 

 (7) 法令違反等により丙に管理業務を継続させることが社会通念上著しく不適当と判断される

とき。 

 (8) 丙から指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の申出があったとき。 
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 (9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条（定義）

に掲げる暴力団又は国分寺市暴力団排除条例（平成24年条例第21号）第２条（定義）に掲げ

る暴力団員等及びそれらの利益となる活動を行う団体であることが判明したとき。 

 (10)その他甲が丙による管理を継続することが適当でないと認めるとき。 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命

じた場合において、丙に損害、損失及び増加費用が生じたときは、甲は、その賠償の責めを負

わない。 

３ 甲は、第１項の規定による指定の取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停

止によって損害が生じた場合、丙にその費用を求償することができるものとする。この場合

において、丙は、甲に対し、損害賠償義務を負うものとする。 

４ 丙は、第１項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部

の停止を命じられたときは、甲の請求により、指定管理費の全部又は一部を返還しなければ

ならない。 

 

 （丙による指定の取消しの申出） 

第46条 丙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消しを申し出ることが

できるものとする。 

 (1) 甲がこの協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。 

 (2) 甲の責めに帰すべき事由により丙が損害又は損失を被ったとき。 

 (3) その他丙が必要と認めるとき。 

２ 甲は、前項の申出を受けた場合、丙との協議を経てその処置を決定するものとする。 

 

 （不可抗力による指定の取消し） 

第47条 甲又は丙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方

に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。 

２ 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は、指定の取消しを行うものとする。 

３ 前項における取消しによって丙に発生する損害、損失及び増加費用は、合理性が認められる

範囲で甲が負担することを原則として、甲と丙の協議により決定するものとする。 

 

 （指定期間終了時の取扱い） 

第48条 第42条から第44条までの規定は、第45条から前条までの規定によりこの協定が終了した

場合に、これを準用する。ただし、甲丙が合意した場合は、その限りでない。 

第10章 その他 

 （監査委員による監査） 

第49条 丙は、法第199条第７項の規定に基づき、国分寺市監査委員が行う本事業に対する監査

に協力するものとする。 
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 （施設内の市組織及び市関連団体への対応） 

第50条 丙は、本施設内で業務を行う市組織及び市関連団体と協議の上、市組織及び市関連団体

が業務を行う上で必要な施設上の維持管理を行うものとする。 

 

 （市関連団体の自動販売機の設置） 

第51条 利用者への快適な環境の提供及び災害時の災害飲料として使用することを目的として、

市関連団体が自動販売機を設置することを、丙は承諾するものとする。 

 

 （新幹線資料館及び鉄道展示室の管理） 

第52条 新幹線資料館は市の魅力の一つであることから、鉄道展示室と合わせて、適切な管理と

展示等を行うものとする。 

 

 （自主事業の実施） 

第53条 丙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、丙の

責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。 

２ 丙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して事業計画書を提出し、事前に甲の承諾を受け

なくてはならない。その際、甲と丙は必要に応じて協議を行うものとする。 

３ 甲は、丙が自主事業を実施するに当たって、別途の自主事業の実施条件等を定めることがで

きるものとする。 

 

 （経理の独立） 

第54条 丙は、本業務に関する経理を明らかにするため、本業務に関わる収支明細書及び収支計

算報告書等、経理に係る帳票を備え、丙の他の会計から独立した経理を行わなければならない。 

 

 （打合せ記録の作成・保管） 

第 55条 丙は、甲及びその他関係機関と協議を行ったときは、その内容について、その都度書

面に記録し、甲と相互に確認する。 

 

 （請求、通知等の様式その他） 

第56条 この協定に関する甲丙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、この協定に特別

の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。 

２ この協定の履行に関して甲丙間で用いる言語は、日本語とする。 

３ この協定の履行に関して甲丙間で用いる計量単位は、この協定に特別の定めがある場合を除

き、計量法(平成４年法律第51号)の定めるところによる。 

 

 （協定の変更） 

第57条 本業務に関し、本業務の前提条件若しくは内容が変更したとき又は特別な事情が生じた

ときは、甲と丙の協議の上、この協定の規定を変更することができるものとする。 
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 （解釈） 

第58条 甲がこの協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しく

は報告を求めたことをもって、甲が丙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責

任を負担するものと解釈してはならない。 

 

 （疑義についての協議） 

第59条 この協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又はこの協定に特別の定めのない

事項については、甲と丙の協議の上、これを定めるものとする。 

 

 （管轄裁判所） 

第60条 この協定に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 

 

  本協定を証するため、本書を３通作成し、甲、乙及び丙がそれぞれ記名押印の上、各１通を

保有する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

甲 

所在地 国分寺市泉町二丁目２番 18号 

 

名 称 国分寺市教育委員会             印 

 

 

乙 

所在地 国分寺市泉町二丁目２番 18号 

名 称 国分寺市 

代表者 国分寺市長                 印 

 

 

丙（指定管理者） 

所在地  

名 称  

代表者                       印 
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別紙１（第５条関係） 用語の定義 
 

(1) 「募集要項」とは、国分寺市立教育センター指定管理者募集要項のことをいう。 

(2) 「募集要項等」とは、募集要項本体、募集要項添付資料（仕様書を含む。）、及びそれらに

係る質問回答のことをいう。 

(3) 「指定開始日」とは、手続条例に定める指定期間の開始日のことをいう。 

(4) 「指定管理費」とは、乙が丙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。 

(5) 「仕様書」とは、国分寺市立教育センター指定管理者募集要項に示された本業務に係る仕様

書のことをいう。 

(6) 「不可抗力」とは、天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等）、人

災（戦争、テロ、暴動等）、法令変更、及びその他甲及び丙の責めに帰すことのできない事

由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。 
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別紙２（第６条、第25条関係） 管理物件 

 

 (1) 管理施設 

  ・国分寺市立教育センター指定管理業務仕様書に定める施設 

 (2) 管理物品 

  ①「国分寺市立教育センター備品等一覧」のとおり 

  ②公共施設予約システム貸与機器 

職員端末 １台 

キオスク端末 １台 

プリンター １台 
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別紙３（第38条関係） 保険 

 

 甲が付保する保険 

 (1) 施設賠償責任保険 

 (2) 建物総合損害共済又は火災保険（借家人賠償責任保険） 
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別紙４（第20条関係） 

指定管理者における個人情報の保護に関する特則事項 

 

（個人情報保護の趣旨） 

第１条 国分寺市教育委員会（以下「甲」という。）から指定管理者として指定され、その管理

する公の施設の管理の業務（以下「指定管理業務」という。）を行うに当たり、個人情報

（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）第２条第１項

に規定する情報をいう。以下同じ。）を取り扱う業務を行う場合は、当該指定管理者は、以

下の条項を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。 

２ 指定管理者（以下「丙」という。）は、指定管理業務の履行に関し、個人情報を常に善良な

管理者の注意をもって運用し、法の趣旨にのっとり個人情報の保護に関する規程等の制定を行

い、個人情報保護のための必要な措置を講ずるものとする。 

 

（個人情報に係る管理責任者及び取扱担当者） 

第２条 丙は、指定管理業務に係る個人情報の保護について管理責任者を選任し、甲に届けなけ

ればならない。管理責任者を変更したときも同様とする。 

２ 管理責任者は、個人情報を厳正に維持管理し、指定管理業務従事者の個人情報の取扱いを指

揮監督する。 

３ 管理責任者は、個人情報の取扱いに関して、指定管理業務従事者のうちから担当者を指名し、

その者にのみ個人情報の取扱いをさせるものとする。 

 

（個人情報の交付・収集) 

第３条 甲は、指定管理業務において取り扱う個人情報を、丙に対して交付するときは、個人情

報の内容及び数量並びにその他必要事項（以下「内容等」という。）を記入した書面を添付し

なければならない。 

２ 丙は、前項の個人情報の交付を受けたときは、個人情報の内容等を確認し、受領書を甲に提

出しなければならない。 

３ 丙は、指定管理業務において取り扱う個人情報の収集については、法第17条の規定に基づき、

指定管理業務と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

 

（個人情報の維持管理） 

第４条 丙は、甲から交付され又は丙が収集した個人情報については、正確かつ最新の状態に保

つように努めるとともに、改ざん、滅失、毀損、漏えいその他の事故（以下「事故等」とい

う。）の防止及び保管場所の施錠、入退室管理等適正な維持管理が行われるよう必要な措置を

講じ、万全の注意を払わなければならない。 

 

（個人情報の返還） 

第５条 丙は、指定管理業務の指定期間が終了したとき、又は甲からの返還請求があったときは、

甲から交付された個人情報及び指定管理期間中に収集した個人情報の内容等を記載した書面を
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を添え、速やかに甲に返還するものとする。 

 

（個人情報の廃棄） 

第６条 前条の規定にかかわらず、甲丙協議の上、丙は、個人情報を抹消することができる。 

２ 丙は、前項の場合において、甲の指示する方法により、焼却、裁断等により個人情報を抹消

しなければならない。 

３ 丙は、前項の規定により個人情報を抹消するときは、その作業内容を甲に報告しなければな

らない。 

 

（個人情報の秘密保持） 

第７条 丙は、個人情報を、指定管理業務の目的以外に、使用、加工、再生、複製等その他個人

情報の事故等の危険性のある一切の行為をしてはならない。 

２ 丙は、個人情報を、甲の承諾を得ずに、第三者に提供してはならない。なお、指定期間終了

後も同様とする。 

 

（個人情報の開示等） 

第８条 丙は、個人情報の開示、訂正等、利用停止等（以下「自己情報開示等」という。）の請

求がなされた場合は、法の規定に基づき適正な措置を講ずるものとする。 

２ 丙は、毎年１回、甲に対し、指定管理業務における丙の行った自己情報開示等についての実

施状況を報告するものとする。 

 

（委託の禁止） 

第９条 個人情報を取り扱う業務にあっては、丙この協定に基づくすべての業務を自ら実施し第

三者に委託してはならない。ただし、甲が承諾したときはこの限りでない。 

２ 丙は、前項ただし書の承諾を得て当該第三者に対し個人情報を取り扱う業務を委託するとき

は、個人情報の保護について当該第三者に対しこの協定書を遵守させる義務を負わなければな

らない。 

 

（苦情処理及び事故発生時における報告の義務）の義務） 

第10条 丙は、指定管理業務における個人情報の取扱いに関する苦情については、迅速に対応し、

その処理経過及び結果を甲に報告しなければならない。 

２ 丙は、個人情報の取扱いに関し事故等が発生したときは、その状況等を直ちに甲に報告し、

当該事故の解決に努めなければならない。また、法第26条の規定に基づき、個人情報保護委員

会に報告しなければならない。 

 

（指定管理業務における措置） 

第11条 丙は、当該指定管理業務において取り扱う個人情報について、法第66条第１項の規定に

基づき甲が実施する安全管理措置と同等の措置を講じなければならない。 

２ 甲は、必要があるときは、甲の指定する職員を立ち会わせ、個人情報の管理状況、運用方法
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等を調査し、又は監督し、かつ、必要な指示を行うことができるものとし、丙はこれに従わな

ければならない。 

３ 甲は、個人情報が適正に取り扱われていないと認める場合にあっては、丙の事業所等への立

入調査を行うとともに、必要な資料の監査及び提出を求めることができる。 

４ 丙は、第９条第１項ただし書の規定により第三者に業務の履行を委託するときは、甲が当該

第三者に対し、前項の立入調査等をすることを、認めさせなければならない。 

 

（情報の公表及び損害賠償） 

第12条 当該指定管理業務の履行に関し、丙が個人情報の保護に関する義務に違反し、又は怠っ

たときは、甲は、必要に応じてその事実を公表できるものとする。 

２ 前項の公表により、丙が社会的、経済的、精神的その他その種類、規模を問わず、いかなる

損害を被る場合であっても、甲は、一切の責を負わない。 

３ 個人情報の保護に関する義務に違反したことによる損害の賠償において、丙は、甲に対し民

法（明治法（明治29年法律第89号）第715条第１項ただし書の規定による主張をすることはで

きない。 

 

（告発） 

第13条 甲は、丙の指定管理業務従事者又は従事していた者（以下「業務従事者等」という。）

が法第176条又は第180条の違反行為をしたと認めるときは、業務従事者等を告発し、併せて、

法第179条又は第184条の規定に基づき、丙に関して告発する。 

（令和５年４月１日適用） 
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別紙５（第21条関係） 

指定管理者における情報公開に関する特則事項 

 

 （情報公開の趣旨） 

第１条 国分寺市情報公開条例（平成11年条例第33号。以下「情報公開条例」という。）第22条

（指定管理者の情報公開）の規定により、国分寺市から指定管理者として指定され、その管理

する公の施設の管理の業務（以下「指定管理業務」という。）を行うに当たり、指定管理者

（以下「丙」という。）は、市民の知る権利及び市民に対する説明責任に留意し、かつ、市民

に関する情報が保護され、乱用されることのないように最大限の配慮をしなければならない。 

２ 丙は、実施機関（以下「甲」という。）と連携し、指定管理業務における自己の保有する情

報の提供及び情報の公表の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。 

 

（指定管理者の情報公開） 

第２条 丙は、保有する情報の公開を推進していくため、情報公開条例と同様の規定等の制定を

行うものとする。同様の規定をすでに有している場合は、この限りでない。 

２ 前項に規定するもののほか、丙は、情報公開条例の趣旨に沿った情報公開のための必要な措

置を講ずるものとする。 

 

 （文書の公開請求に対する決定等） 

第３条 丙の行う文書の公開請求に対する公開及び部分公開並びに非公開の決定、公開手数料及

び費用負担については、情報公開条例と同様の措置を講ずるものとする。 

２ 丙は、文書の部分公開又は非公開の決定において、国分寺市指定管理者の情報の公開等に係

るあっせんに関する規程（平成18年訓令第８号）に基づき、甲から再考を促す旨の指導を受け

た場合は、これを尊重しなければならない。 

 

 （実施状況の報告） 

第４条 丙は、毎年１回甲に対し、指定管理業務における丙の行った文書の公開についての実施

状況を報告しなければならない。 
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別紙６ 

国分寺市公共調達条例特記約款（指定管理協定） 

 

（用語の定義） 

第１条 この特記約款において掲げる用語の定義は、国分寺市公共調達条例（平成24年条例第35

号。以下「条例」という。）及び国分寺市公共調達条例施行規則（平成24年規則第65号）の例

による。 

（賃金の支払） 

第２条 受注者（条例第２条第６号。なお、この特記約款においては、地方自治法第244条の２

第３項及び国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年条例第31

号）第７条（協定の締結）の規定に基づき、市より指定を受け、協定を締結する指定管理者を

指す。）は、労働者（条例第２条第９号。なお、市と指定管理者との間で締結する指定管理に

関する協定（以下、「本協定」という。）にいう「従事者」と同義。）に対し最低額以上の賃

金を支払わなければならない。なお、受注者は下請負者等（条例第２条第９号イ）に対しても

同様に、下請負者等の労働者に対する最低額以上の賃金の支払いを遵守させるものとする。 

（受注者の連帯責任） 

第３条 受注者は、下請負者等が労働者に対して支払った賃金等が最低額を下回ったときは、当

該賃金等と最低額との差額に相当する額を当該下請負者等と連帯して支払わなければならない。 

（台帳の整備等） 

第４条 受注者は、公共調達に係る契約等の業務に従事する労働者について、労働基準法（昭和

22年法律第49号）第108条（賃金台帳）に規定する賃金台帳及び施行規則で定める報告書を作

成し、当該公共調達の事業場その他適当な場所に備えなければならない。 

２ 受注者は、前項の報告書を別途市が指定する期日までに提出しなければならない。 

（労働者への周知） 

第５条 受注者は、条例第14条（公共調達に係る契約等の内容）第１項第７号に規定する事項を

事業場の見やすい場所に掲示又は書面を交付することにより労働者に周知しなければならない。 

（報告及び立入検査） 

第６条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、主管課より、報告、受注者の

事業所等への立ち入り調査、質問等を求められた場合には、これらに協力するものとする。 

 （１）条例第16条（調査等）第１項の規定による調査の必要があると認めるとき。 

 （２）労働者から条例第 16 条第２項の規定による申出があったとき。 

 （３）条例に定める事項の履行状況を確認するため必要があると認めるとき。 

（是正措置） 

第７条 市は、受注者及び下請負者等が条例の規定に違反していると認めるときは、当該受注者

に対して速やかに当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。 

２ 受注者は、前項の規定により違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じられた場

合には、速やかに是正の措置を講ずるとともに、別途市が定める期日までにその旨の報告をし

なければならない。 

（協定の解除） 
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第８条 市は、受注者及び下請負者等が次の規定に該当するときは、市と受注者との間で締結さ

れた指定管理に係る協定を解除するとともに、指定管理者の指定を取り消すことができる。 

 （１）前条第１項の規定による命令に従わないとき。 

 （２）前条第２項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

（損害賠償） 

第９条 前条の規定による協定の取り消しにより受注者に損害が生じても、市はその損害を賠償

する責任を負わない。 

（違約金） 

第10条 市は、第８条の規定により指定管理に係る協定を解除するとともに、指定管理者の指定

を取り消したときは、違約金を徴収することができる。 

（受注者の責務） 

第11条 受注者は、社会経済への影響及び業務の公共性を認識し、法令を遵守し、労働者の良好

な労働環境の確保に努めなければならない。 

２ 受注者は、下請負又は再委託を行う場合においては、当該下請負者等に条例の趣旨を説明し、

理解を得なければならない。 

（不利益取り扱いの禁止） 

第12条 受注者及び下請負者等は、労働者から賃金に関する申出があった場合は、誠実に対応す

るとともに、労働者が当該申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他の不利益な

取扱いをしてはならない。 

（平成29年６月15日適用） 
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国分寺市立教育センター指定管理業務仕様書 
 

 

 国分寺市立教育センター指定管理業務については、国分寺市立教育センター条例（平成６年条

例第 22号。以下「教育センター条例」という。）、国分寺市立教育センター条例施行規則（平

成６年教委規則第３号。以下「教育センター規則」という。）の定めによるほか、この仕様書に

よる。 

 

１ 管理運営の基本方針 

  指定管理者は、より多くの市民に気持ちよく利用してもらうため、好感の持たれる接遇で

受付業務を行い、施設の設備及び機能を合理的かつ十分に発揮させること。 

  そのためには、「利用者の利便性と施設の公共性」を認識して施設設置目的に沿った管理

業務を履行すること。また、利用者への対応は、明朗、丁寧、慎重、公平にして親切をモッ

トーとした対応で利用者に接すること。 

 

２ 指定管理者が管理する対象施設 

 (1) 名 称  国分寺市立教育センター（以下「本施設」という。新幹線資料館、駐車場の附

属施設を含む。） 

 (2) 所在地  国分寺市光町一丁目 46番地８ 

 (3) 面積等  延床面積 4,027.48㎡（市民ひかりスポーツセンターの面積 1,056.48㎡及び

教育センター内指定管理の範囲以外を除く。） 

 (4) 構造等  鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造 

 

３ 人員配置 

  業務内容を勘案し、適切な人員配置を行うこと。 

 【人員配置に当たっての基本的留意事項】 

  指定管理者は、管理業務などを円滑に履行するに当たり、必要な人員を確保し適正に配置す

ること。また、指定管理者は、総括責任者選任届及び職員全員の名簿（写真添付）を作成し、

市に提出すること。新たに職員を採用したときは、その都度、名簿を更新し、更新した名簿

（写真添付）を市に提出すること。 

  ①総括責任者は、職員の管理監督、国分寺市立教育センターの管理など全ての業務を総括す

る。また、総括責任者は、防火・防災管理の資格を有する者で、人事管理及び施設管理

等の経験者とすること。 

    総括責任者は当該施設に常駐することとし、総括責任者が不在の時は、あらかじめ届出

により指定を受けた者が職務を代行すること。また、総括責任者は、年度途中の変更は

原則的に認めない。なお、防火・防災管理の資格を有する者は、総括責任者の職務を代

理する者でも可とする。 

  ②国分寺市立教育センターの受付等の業務として、利用者に対する適切な接客及び事務能力
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を有し、かつ施設管理等での業務経験者を配置すること。 

  ③指定管理者は、職員の研修に積極的に努め、業務内容の向上を図ること。 

  ④指定管理者は、職員の病気、事故等により欠員が生じた場合は、業務に支障がないように

補充配置をすること。 

  ⑤指定管理者は、職員に対して、各担当業務に適した服装を着用させることとし、常に清潔

にし、利用者に好感を与えるように努めること。 

  ⑥指定管理者は、職員にネームプレートを着用させること。 

 

４ 休館日･開館時間 

 (1) 休館日は、教育センター条例第５条の規定に基づき、以下に掲げるとおりとする。ただ

し、市が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 

  ① 毎月第２月曜日及び第４月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23

年法律第 178号）に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。 

  ② １月１日から同月３日まで及び 12月 28日から同月 31日まで 

 (2) 教育センターの開館時間は、午前８時30分から午後10時まで（新幹線資料館にあっては、

午前９時から午後５時まで）とする。ただし、市が必要と認めるときは、これを変更するこ

とができる。 

  ※受付業務は、午前９時から午後８時までとする。 

 

５ 指定管理者が行う業務の内容 

 (1) 業務履行に当たっての基本的留意事項 

  ①指定管理者は、管理業務の実施に伴い、業務内容を完全に把握することを職員に的確に指

示すること。また、指定管理者は、業務別年間計画を作成し、事前に市の承認を得るこ

と。 

  ②指定管理者は、業務の遂行に当たっては、利用者の事故防止に万全を期するとともに、良

好な環境維持、機器類の保全など、安全確保に努めて常に非常事態に対応できる体制を整

えておくこと。 

  ③市の指示により指定管理者は、国分寺市立教育センターの管理業務の効率化を図るため、

定期的に打合せを実施すること。 

  ④光熱水費、消耗品などについては、省エネルギーの観点から、市民サービスの低下を招か

ない範囲で、節減に努めること。なお、電気供給契約に当たっては、本市のゼロカーボン

行動計画に基づき、本施設への再生可能エネルギー電力の導入に努めること。 

  ⑤指定管理者は、業務日誌、施設管理日誌などを作成し、日常的に怠ることなく記入し、定

期的に市に提出して、承認を受けること。 

  ⑥施設の解錠及び施錠を行う場合は、貸与された鍵及び機械警備に係るカードにより行うも

のとする。なお、施設マスターキー及び機械警備に係るマスターカードの使用及び保管に

ついては、指定管理者が責任をもって適切に管理すること。毀損、紛失などの場合は速や
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かに市に連絡すること。 

  ⑦開館時間に利用者を待たせることなく利用ができるように、施設の清掃の状況確認・設備

機器の準備を行うこと。 

  ⑧指定管理者は、管理施設の管理運営に当たっては近隣住民との協調に努め、騒音、悪臭、

ごみの散乱及び交通渋滞等のトラブルを防止するよう留意すること。 

  ⑨指定管理者は、施設利用者から収受した徴収金等については、適正な管理を行い、事故防

止に十分に注意を払うこと。なお、指定管理者は、収受した徴収金等に事故が発生した場

合は、速やかに市に連絡すること。 

  ⑩障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）の趣旨を踏まえ、

不当な差別的取扱いを行わないとともに、合理的配慮を適切に講ずること。また、障害の

ある方や高齢の方の施設利用について十分に配慮すること。 

  ⑪人権尊重やダイバーシティの観点から多様な性的指向や性自認に関して、利用者に必要な

配慮を行うこと。 

 (2) 施設管理業務 

  ①設備備品の点検 

    本施設の設備備品については、定期的な点検計画を作成し、日常点検、定期点検を行

い、その取扱いには十分に注意すること。異常などを発見した場合には必要な措置をとる

とともに、速やかに市に報告すること。 

  ②施設の美化 

    利用者が、施設を快適に利用できるよう常に施設（館外の除草等も含む。）の美化に努

めること。 

  ③館内の点検 

    館内を開館前と開館後に定期的に巡回し、照明の球切れの有無及びガラス、建具、水道

設備等に異常がないかを確認して、異常等を発見した場合は、必要な措置を行うこと。 

  ④施設の修繕等 

    施設の修繕等が必要なもの（１件 500,000円未満）については、市と契約している包括

施設管理委託事業者と速やかに連絡を取り、適切な対応を行うこと。また、修繕を行う際

には指定管理者が立ち会うものとし、修繕の進捗状況等については、市に適宜報告するこ

と。 

  ⑤備品の修繕等 

    備品の修繕等のうち軽微なもの（１件 100,000円未満）については、あらかじめ市の承

認を得た上で、指定管理者の責任において実施するものとし、指定管理者は、その結果を

速やかに市に報告すること。 

  ⑥鍵の管理 

    指定管理者は、館内各所の鍵・マスターキー、機械警備に係るカード等及び金庫の鍵に

ついては、所定の場所に鍵を保管すること。 

  ⑦出入口の解錠 

    開館前に、機械警備の警戒状態を解除してから執務室の鍵を開けること。 
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    始業時には、定められた開館時間に利用者を待たせることなく施設の鍵を開けること。 

  ⑧出入口の施錠 

    終業時には、館内各所を点検、消灯、施錠及び消火等を確認して、各部屋を施錠し、機

械警備を警戒状態にすること。 

  ⑨防犯対策 

    館内を定期的に巡回して、不審者、不審物がないか及び開口部分等の破損箇所の有無を

確認して、未然に防犯、事故がないよう努めること。 

    また、利用者の迷惑になるような行為を繰り返し、再三の注意に従わない来館者がいる

場合は、警察に連絡し、退館させるなどの方法で事件、事故の発生を未然に防ぐこと。 

  ⑩防火・防災管理 

    指定管理者は、防火・防災管理者を選任し、また消防計画等を策定し、関係機関に届出

等を行うとともに、市に報告しなければならない。 

    また、消防計画等に基づき、設備の点検、火気の安全確認を行い、施設の安全確保に努

めること。 

  ⑪施設利用者への指導 

   ア 施設貸出時には、利用上の注意事項等を周知し、施設の運営管理に支障のないよう万

全を期すること。 

   イ 施設使用時及び退出時には、利用者からの申し出等により施設の利用状況を把握する

こと。 

   ウ 施設の貸出しの際は、使用条件等、利用上の留意事項を周知して、利用日の混乱を未

然に防ぎ、施設の運営管理に支障がないように万全を期すること。また、施設付帯設

備の貸出し等も、維持、運営に十分な態勢を整えておくこと。 

   エ 利用者に施設付帯設備の使用方法等を周知し、利用者の安全・安心を図るため、必要

に応じて設営等の補助を行うこと。 

  ⑫事故の処理 

    事故発生の場合は、速やかに状況を判断し応急処置を施すとともに、遅滞なく市に連絡

すること。 

   ア 擦り傷、鼻血等の軽易な場合は、応急処置をすること。 

   イ 重傷と判断される場合は、直ちに消防署に通報し、救急車の出動を要請すること。 

   ウ けが人の処置は後日、トラブルになりやすく補償問題が発生するため、慎重に取り扱

うよう注意すること。また、速やかに事故報告書等を作成して、市に報告すること。 

  ⑬配架物の管理 

    指定管理者は、施設内に配架するポスター、チラシ等に関して、ポスター、チラシ等の

取扱基準に基づき、適正に配架、掲示等の管理を行うこと。 

  ⑭事務機器の設置 

    指定管理者は、施設利用者の利便性を図ることを目的として印刷機、紙折機等を設置す

ること。 

  ⑮公衆電話機の設置 
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    指定管理者は、施設利用者の利便性を図ることを目的として公衆電話機を設置するこ

と。 

  ⑯駐車券発券機等の管理 

    駐車券発券機等における駐車券の設定・発行、また、回収した駐車券の廃棄など適正な

管理を行うこと。 

  ⑰その他施設維持管理業務 

    水質検査等その他施設管理上必要な業務について、関連法令に基づき、適正に実施する

こと。 

  ⑱その他の事項 

    その他、運営管理に必要な事項が発生した場合は、市と協議のうえ履行すること。 

 (3) 受付業務 

  ①受付 

    指定管理者は、下記の受付業務と同時に使用料の徴収事務を行うこと。なお、使用申請

は教育センター規則第２条、使用承認は教育センター規則第３条、使用取消し等申請は教

育センター規則第４条に基づき行うこと。 

   ア 受付業務は全職員が対応できるものとし、また、公共施設予約システムの使用方法な

ど利用者に的確に説明できるものとすること。 

   イ 施設使用申請の受付期間 

施設名 利用区分 受付期間 

教育センター 施設登録団体 

 

 

 

 

 

（抽選予約）使用する日の属する月の

前々月の11日から19日までの間 

（先着予約）使用する日の属する月の

前月の初日の午前９時から使用する日

の４日前までの間 

 

上記以外の団体 使用する日の属する月の前月の初日の

午前９時から使用する日の前日までの

間 

     ※受付期間の初日が休館日に当たる場合は、その翌日から受け付けるものとする。 

   ウ 市が主催する事業に係る使用については、教育センター規則第２条第３項により、優

先的に施設使用の申請ができる。 

   エ 使用料の免除については、教育センター規則第６条に該当するものは免除とする。 

  ②電話の応対 

    電話の応対については、親切、丁寧に心がけること。用件によっては、こちらからかけ

直すなど、相手の立場に立った対応をすること。 

  ③利用者状況把握 

   ア 各部屋の利用件数及び利用者数を月毎、年度毎に集計し、市に報告すること。 
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   イ 開館前に、案内板に当日の各施設の使用グループ名を記載して利用者に周知するこ

と。 

  ④管理機器等の点検 

    管理機器等については、毎朝、業務開始前に正常に稼働するか確認し、また複写機に用

紙が適正に入っているかも確認すること。 

 (4) 使用料等徴収業務 

    使用料等については、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 243条の２（指定公金事

務取扱者）による徴収に関する事務の委託とし、指定管理者は、本施設において利用者か

ら徴収する使用料を納付書により市へ納めるものとする。なお、消費税の適格請求書等保

存方式（インボイス制度）へ対応すること。 

  ①使用料等の保管 

     指定管理者は、施設利用者から収受した使用料等の保管については、適正な管理を行

い、事故発生防止に最大限の注意をしなければならない。また、指定管理者において

は、予めつり銭を用意すること。 

  ②使用料等の納入 

     施設利用者から収受した使用料等（複写機使用料含む。）については、市が指定する

金融機関に指定管理者が納付書を作成し、直近の金融機関営業日に振り込むこと。 

  ③金庫の取扱い 

     指定管理者は、使用料等の保管には金庫を使用し、金庫の鍵及び解錠番号の取扱いに

ついては、総括責任者が責任をもって管理すること。 

  ④危険負担 

     施設利用者から収受した使用料等は、市が指定する金融機関へ払込みが終了するまで

の危険負担は、指定管理者が負うものとする。 

  ⑤損害賠償 

     指定管理者は、故意又は過失による使用料等の紛失や盗難等により、市に損害を与え

た場合は、賠償を負うものとする。 

  ⑥返還金の受付業務等 

     指定管理者は、使用料等の返還に係る受付事務等を執り行わなければならない。 

  ⑦施設使用料等の月報 

     指定管理者は、毎月の施設使用料等について、「施設使用料月報」を作成して、市に

報告すること。 

 (5) 使用許可、変更及び許可の取消業務 

    使用者から使用許可、使用変更･取消の申し出があった場合には、「条例」及び「規

則」の規定に基づき、適切に対処すること。 

 (6) 新幹線資料館及び鉄道資料室の管理及び活用 

    新幹線技術開発の地としての魅力を発信するため、市内外問わず、多くの方に関心を持

ってもらえるよう、魅力ある展示等に努めること。 

 (7) 施設利用案内等の作成 
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    本施設の施設案内を作成、印刷し配架すること。 

 (8) 施設における市組織及び市関係団体との連携・協力 

    指定管理の範囲外においても、本施設の運営・維持管理に必要な事案に関しては、市組

織及び市関連団体と連携・協力を図ること。 

 (9) その他の業務 

    指定管理者は、本業務を円滑に実施するため、市と情報交換や業務の調整を図り、適

宜、市との連絡調整会議を行うこと。また、必要に応じて、施設の活性化や利便性等を図

ることを目的として、利用者の意見等を聴取する機会を設けること。 

 (10)自家用電気工作物保守業務委託 

 (11)電話交換設備保守点検業務委託 

 (12)汚水漕、グリストラップ等処理業務 

 (13)機械警備業務 

 (14)その他施設管理業務 

    上記(10)、(11)、(12)及び(13)以外の施設維持管理に要する保守点検業務に関しては、

原則として市と契約を結ぶ包括施設管理業務委託事業者が実施するが、指定管理者はその

実施について調整・協力するものとする。 

   ※ (10)及び(11)については、現在、市で契約を締結しているため、市で費用を負担する

が、その業務については、指定管理者が事業者と調整の上、対応するものとする。 

 

   《参考》包括施設管理業務委託事業者が行う委託業務について 

       ①消防設備保守点検業務委託 

       ②昇降機遠隔監視及び保守点検業務委託 

       ③自動ドア保守点検業務委託 

       ④設備管理業務委託（空調設備・環境衛生設備等保守点検） 

       ⑤駐車場システム保守点検業務委託 

       ⑥体育室屋根排水溝他清掃業務委託 

       ⑦樹木等剪定業務委託 

       ⑧建築設備定期点検委託 

       ⑨特定建築物定期点検委託 

       ⑩防火設備定期点検委託 

       ⑪清掃業務委託 

 

６ 指定管理の期間 

  令和８年４月１日から令和 10年３月 31日までの２年間とする。 

 

７ 指定の取消し 

  市の指示に従わなかったとき、その他管理を継続することが適当でないと認められるとき

は、市は指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることがで
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きる。 

  この場合において、指定の取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命

じた場合において、指定管理者に損害・損失や増加費用が生じても、市は、その賠償の責めを

負わないものとする。 

  指定の取消し等の原因となる事由としては、以下のようなものがある。 

 (1) 当該施設の設置条例又は協定書の記載内容に違反した場合 

 (2) 地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「法」という。）第 244条の２（公の施設の設

置、管理及び廃止）第 10項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これに応じず又

は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げた場合 

 (3) 法第 244条の２第 10項の規定に基づく必要な指示に従わない場合 

 (4) 当該施設の指定管理者募集要項に定める資格要件を失った場合 

 (5) 申込み時に提出した書類の内容に虚偽があると判明した場合 

 (6) 指定管理者の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難に

なったと判断される場合 

 (7) 法令違反等により当該指定管理者に管理業務を継続させることが社会通念上著しく不適当

と判断される場合 

 (8) 指定管理者からの取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の申出があった場合 

 (9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に掲げる暴力団又は国分寺市暴力

団排除条例第２条に掲げる暴力団員等及びそれらの利益となる活動を行う団体であることが

判明した場合 

 (10)その他市が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認める場合 

 

８ 文書の管理・保存の徹底 

  指定管理者は、業務執行上作成又は受領した文書について、国分寺市文書管理規則(平成

12 年規則第 30号)の規定に基づき、適正に管理・保存しなければならない。また、指定管理

期間終了時には、当該文書等を市の指示に従い引き渡すこととする。 

 

９ 情報の公開 

  指定管理者は職務において作成し、又は取得した管理･運営に関する文書等について、国分

寺市情報公開条例（平成 11年条例第 33号）を遵守し公開しなければならない。 

 

10 個人情報の適正管理及び情報セキュリティの保護 

  指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）の規定による個人情

報の適正管理及び情報セキュリティの保護に必要な措置を講じなければならない。 

  また、指定管理者に係る管理業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関し

て知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

 

11 秘密の保持 
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  指定管理者と指定管理者に係る管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らし

たり、自己の利益のために利用したり、不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

 

12 原状の回復 

  指定期間が満了したときは、速やかに当該施設及び付帯設備を原状に回復しなければならな

い。指定を取り消され、又は管理の業務の停止を命ぜられたときも同様とする。ただし、市長

の承認を得た場合はこの限りでない。 

 

13 損害賠償義務 

  指定管理者の責任に帰すべき損害が生じた場合は、指定管理者は損害賠償義務を負う。 

  また、市が賠償したとき、指定管理者の責任に帰すべき場合は、市は指定管理者に費用を求

償することができる。 

 

14 苦情等の処理 

 (1) 施設利用者や近隣住民等との間に苦情などの問題が発生した場合は、指定管理者は誠意

を持って対応に努めること。指定管理者により対応が困難な場合は、その経緯を速やかに

市へ報告し協議の上対処すること。公の施設を管理していることを十分認識し、苦情処理

等に当たっては、金品等による解決を図ってはならない。 

 (2) 苦情等の事後処理については、発生から解決までの対応記録を作成し、指定管理者内で

記録を回覧して意識の統一を図ることとする。指定管理者は市へ対応記録により報告する

ものとする。 

 

15 利用者アンケート調査の実施 

 (1) 指定管理者は、施設利用者の満足度を把握し、管理業務や事業等の改善と評価に活かす

ことを目的に、毎年度利用者アンケート調査を実施するものとする。 

 (2) 利用者アンケート調査の内容及び実施方法・時期は、毎年度市と指定管理者において協

議し決定するものとする。 

 (3) 利用者アンケートの結果については、調査実施後速やかにその内容を市に報告するもの

とする。 

 

16 事業実施状況自己評価の実施 

 (1) 指定管理者は、協定書・仕様書及び事業計画書に基づき事業が遂行されているか、自己評

価を実施するものとする。 

 (2) 指定管理者は、自己評価の結果を管理業務や事業等に反映するとともに、著しく低い評

価となった事項がある場合は速やかに市に報告するものとする。 

 (3) 自己評価の実施結果については、事業報告書に添付して市に報告するものとする。 
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17 業務実施に付随して指定管理者が行う事項等 

 (1) 職員研修 

   業務遂行のために必要な職員研修を適宜実施し、円滑な業務の運営の確保を図ること。 

 (2) 管理責任の備え 

   管理責任に係る保険等は、指定管理者が加入する。 

 (3) 指定管理開始前の準備 

   指定管理者の決定を受けた者は、円滑に業務が行えるよう、指定管理を開始する日の前

に、管理運営に係る事前準備を行うとともに、従前に管理を行う者から市の立ち会いのもと

に必要な引継ぎを受けるものとする。 

 (4) 指定終了時における措置等 

   指定期間の終了、指定取消し等により、指定管理者の指定が終了となる場合は、次期指定

管理者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう、業務の引継ぎを行うとともに、必要なデ

ータを遅滞なく提出しなければならない。 

   また、市が認めるものを除き、指定が終了となるものにより、原状回復措置を行わなけれ

ばならない。 

 

18 災害等緊急事態に対する対応 

 (1) 災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保等及び必要な通報についての対応計画及

びマニュアルを作成し、職員に周知を図るものとする。 

 (2) 災害等緊急事態の発生時には、的確に対応するとともに、市に、速やかに状況報告を

し、関係者にも連絡すること。なお、災害等緊急事態発生時にあっては、公の施設の管理

者として市に協力を行うものとする。 

 

19 指定管理に係る経費 

 (1) 指定管理の経費等 

   市は、指定管理者が申請の計画で提示した業務を実施するために必要な経費額をもとに、

指定管理費、支払時期及び支払方法等を協定で定めて指定管理者に支払う。 

 (2) 指定管理の対象経費 

   指定管理者の対象とする経費は、次に掲げるものとする。 

   ア 人件費 

   イ 事務費 

   ウ 光熱水費（電気、ガス、上下水道） 

   エ 施設整備費（運営上重要な備品等の整備費） 

   オ 通信運搬費 

   カ 需用費（施設管理上必要な消耗品費等） 

   キ 保守点検等委託料（特記仕様書にて） 

   ク 施設管理賠償責任保険料及び災害補償保険料 

   ケ その他、指定管理を行うために必要とする経費、指定管理業務の引き継ぎに係る経費
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など。 

   コ 施設に係る建物総合損害保険料 

 (3) 指定管理費の管理 

   指定管理者は、市から支払われた指定管理に係る経費の専用口座を設けるとともに、帳簿

を備え付け、適正に管理する。 

 

20 環境配慮 

  国分寺市グリーン購入基本方針及び国分寺市グリーン購入ガイドラインに基づき、可能な

範囲でグリーン購入に努め、環境に配慮するものとする。 

 

21 その他 

 (1) この仕様書に基づき作成した報告書等の成果物は、国分寺市の帰属とする。 

 (2) この仕様書の内容に疑義が生じた場合、定めのない事項があった場合、又はこの仕様書の

内容を変更する必要が生じた場合は、市と指定管理者が協議の上、定めるものとする。 

 



団体の基ホ理念・姿勢について

本理念

『地域活動の拠点を見据えた、社会教脅の始まりの場所:

.- 1 f

人口減少や少子高齢イヒによる社会構造の変イヒの本格イしデジタル技術の加速度的進展、環境問題などの影響
から、これまでの歩みの延長線上にはない新たなフェーズとなることが予測されています。

少子高齢イヒや個人間のつながりの希薄化といった社会課題はより複雑イヒすることが想定されます。デジタル

化へのシフト、インクルーシブに配慮した社会の実現など、社会に求められるものも大きく変イヒしています。こう

した変化に対応し、持続可能な社会、±也域を形成するためには、地域住民1人1人が地域に目を向け、±也域活動

や社会活動など積極的に参加するなど、±也域住民との協働が不可欠だと考えます。

.- 1 »» 1

・社会教育の考え方
社会教育は、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年および成人に対して行われる組

織的な教育活動を指レ社会教育の視野の広がりと社会教育人材が果たすべき役割として、社会教育人材を八
ブとした人づくり、つながりづくり、地域づくりが重要であると提唱されています。

様々な学習やサークル活動など、自発的な活動を促す生涯学習とは異なり、社会教育は個々の学習の始まりと
して、重要な役割を担うものと考えます。

春国分寺市内での役割

国分寺市は、総合ビジヨンにて未来のまちの姿「歴史をつなざ、未来をひらく、個性が輝くまち」を実現するた

めに、当施設は、「第2次国分寺市総合ビジヨン(令和7年3月策定)」実行計画の「活気あふれる成長のまち」の

者F市像に分類され、多様な学びの機会の充実の取組方針の実現に寄与する施設であると認識しております。

また、「第3次国分寺市教育ビジヨン(令和7年2月策定)」で目指す学びのまちの姿「誰もが幸せな未来を描く

まち、人と人とがつながるまち、学びが循環するまち国分寺」を掲げています。社会教育の分野では「共につな

がり、学び続けるまちの創造jの方向性を定め、すべての市民が生涯にわたり学び続ける環境づくりを実現する
必要があります。

拳現状

実現できていること

・平成6年の開館以降、多くの市民に親しまれ、

様々な市内団体が活動を通して、市民の生活

文化の向上および市の教育振興に貢献してき

た。

.ひかりプラザ内の公共無線LANやモバイル

ルータの導入

.「鉄道研究開発の地」として鉄道総合研究所で

東海道新幹線が開発され、その試験雷車951

形が資料館として、国分寺市の大切な地域資

源として保管

課題

講座や講習会などに参加した学習体験は、11.2%にとどまっ

ている(市民アンケート調査より)

「社会教育」の市の取組に対する満足度と重要度ともに低く、

重要視されていない

生涯学習の必要性を「感じる」が約9割、生涯学習を「行ってい

る」は約5割にとどまっている(市民アンケート調査より)

「気軽に参加できる講座や気に入った教室やイベントが開催

されれば参加する」という回答が最も多し\

地域資源である新幹線の活用の余地がある

同じ敷地内にある他機能(ひかりスポーツセンター等)との連

携および業務整理

1



団体の基本理念・姿勢について

:: =

前述の当施設の取り卷く背景を踏まえ、当施設は、国分寺市に在住の方'勤労者・±也元事業者‘団体も含め、

誰もが気軽に立ち寄れる開かれた施設となり、教育や様々な学びを通じて地域活動をはぐくみ、地域づくりと

して地域に還元レ施設をとびだした学びの拡大等を支援し続ける施設でありたいと考えます。

さらに、学校教育や教育センター、市内のカルチヤースクール、個人活動で培った知識や経験を、地域や地域

の方々とともに育むことが重要であり、生涯学習機能を担う公民館との連携は不可欠です。当施設での学びを

きっかけに社会教育をスタートレ公民館での様々で自発的な活動に移行できるよう、学びの基盤を強固に構
築し、支援することを目指します。

"ホこ,、、ナ\こヒ

2



団体の基本理念・姿勢について

::

基本理念「±也域活動の拠点を見据えた、社会教育の始まりの場所」の実現に向け、以下4つの方針を策定しま
す。業務にあたっては常に以下4つの方針を念頭に置き、業務を実施してまいります。

1 '= ̶ » I " s: =

主な取組

主な取組

::
»'
t

主な取組

i 1 .- < ̃.̃ f = ' k' t

主な取組

I s < . =

施設稼働率

園利用足度

園地域との連携数(広報・講座)
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団体の安定性について

安定した財務状況のちとな管̃営のお約束

� ::
s.

経営理念、事業ドメイン

「お客様の想いの先を実現するコミュニケーシヨンを創造し世界の人と社会の躍動する未来をともに拓くこと」
を理念としています。

事業ドメインを「コミュニケーシヨンデザイン事業」としスペシヤリテイを集結させ、「人X場所X交流X体験」を創
造しています。

当社およびグゾレーブ事業内容

JTBコミュニケーシヨンデザインは、「想像を超えた、創造を。」を企業スローガンに、企業.±也域'社会に対して、

1 0の事業領域でコミユニケーシヨンデザイン事業を展開しています。なかでも、私たちェリアマネジメント事業

は、地域に正対する事業にかかわるプロフェツシヨナルとして、あらゆる交流の場においてベストな八。一トナー
として、お客様の想いの先まで実現します。

ェリアマネジメント事業では、一時的な販わし\ではな<、中長期的な視点で持続可能な地域の販わいをプロ

デュースし、交流人口、関係人口、定住人口それぞれの視点からの地域の価値を高める地域づくりを行います。

そして、その地域の魅力や価値を活用レ娠わいの仕掛けをつ〈っていきます。全国で70施設以上を管理運営
している実績を基に安心安全な運営業務を行ってまいります。

当社はJTBグループの1社であり、のレープ全体の事業ドメインは「交流創造事業」です。JTBのレープならで

はのソリューシヨンの提供により、±也球を舞台にあらゆる交流を創造レお客様の感動'共感を呼び起こします。
全国で数多<の交流を生みだすイベント企画やデジタルマーケテイング、BPO業務などを受託しており、市民
の皆様や地域活性に貢献できると自負しております。

: � �

<直近3年間の財務状況>

設立年月日

ssv

昭和63年4月8日(平成28年4月1日より
株式会社JTBコミュニケーシヨンデザインとして営業開始)

第36期 第35期 第34期
自令和5年4月1日 自令和4年4月1日 自令和3年4月1日
至令和6年3月31日至令和5年3月31日至令和4年3月31日

営業成績

および

財産推移 =

- た

̃ ft

"9

き
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団体の継続性について

1 1 0年以上の歴史を有する当社グループの一員として、
70年以上にわたり、域の課0決に寄与

� ::
A

当社グメレープは英米人たちに日本の真の実情(姿)を知ってもらうことを目的に、1912年にジヤパン・ツーリスト・
ビューロ一を創立しました。その後、財団法人日本交通公社を経て、1 988年にJT日名称を株式会社JTBに変更レ
現在に至ります。もともと国の機関として発足した当社グゾレープは、長年にわたり、国内外の旅行業を支えてきまし
た当社グリレープは、旅行業で培ったノウ八ウを地域活性に活用レ全国の地域課題の解決に寄与しています。JTB
グループ11 0年の経験を活かして業務に取り組んでまいります。

当社は1951年に前身である株式会社日本交通事業社を設立レ2016年4月、±也域課題の解決に資するノウ八
ウと経験を備えたグループ内の4社(株式会社JTB]ミュニケーシヨンズ、株式会社にsコンベンシヨンデサイス株
式会社ジェイテイービーモチベーシヨンズ、株式会社JTB]-ポレートソリューシヨンズ)が統合レJTB]ミュニ
ケーシヨンデザインとなりました。後述する様々な事業領域を展開する当社は地域の交流人口の拡大に向け、±也域
住民のシビツクブライドの醸成や地域活性、プロモーシヨンなどの交流創造をプロデュースしています。

当社グループは実績・資金調達・組織運営・人材確保せ会的な信頼の点で安定した運営を実現しています。新型
コロナウィルス感染症が蔓延した際は売上高は減少したものの、2024年度の営業利益は過去最高の56億円とな
りました。今後も安定した経営をお約束します。

当社沿革

1951年 株式会社日本交通事業社設立

1978年
株式会社国際会議事務局設立

※2003年に株式会社Icsコン

ベンシヨンデザインに社名変更

JTBグルーブの広告代理店、駅構内.鉄道車両内広告を扱う
広告代理店として、1 951年に日本交通公社(現JTB)の事業
局が分離して設立。

展示会、国際会議*学術会議、企業イベント、各種運営業務等を
展開する株式会社国際会議事務局を設立。

1993年
株式会社ジェイテイービーモ

チベーシヨンズ設立

2007年 株式会社JTBコーポレートソ

リユーシヨンズ

2010年 社名を株式会社JTB]ミュニ

ケーシヨンズに変更

企業・組織のモチベーシヨンにフオーカスをしたコンサルテイン
グ、教育等を展開する企業として設立。

企業や組織のお得意様.重要顧客.従業員のロイヤリテイを高
めるための]ンサルテイングに特イヒしたノウ八ウとITを活用し
た安心支援システムを持つ企業として設立。

き分割・譲渡を行い、株式会社ジェイコムと事業統合。社名
ら式会社JTB]ミュニケーシヨンズとする。広告、イベント、

企画、施設運営等でJTBグループの中核として発展。

2016年
グループ内の統合により、

JTBコミユニケーシヨンデザ

インを設立

2018年 グループ内の再統合

株式会社JTBコミュニケーシヨンズ、株式会社Ics]ンベン
シヨンデザイン、株式会社ジェイテイービーモチベーシヨンズ、
株式会社JTBコーポレートソリューションズが統合、4社のノ
ウ八ウを集結JTBコミユニケーシヨンデザインとなる。

株式会社JTBコミュニケーシヨンデザイス株式会社JTBプロ
モーシヨンひ\。ンフレツト制作事業を除<)、株式会社Jプロ
デュース、株式会社JTBビジネスサポート九州(ミーテイング&
コンベンシヨン事業)を経営統合。
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団体運営の透明性・公平性

社会に対する責任をたすため、
コーボレートガJてナンスの強イヒを

;s
t'

当社および当社クリトプは持続的な成長と企業価値の向上を目指して、経営の監視・監督機能の強化、企業倫理
の確立をはじめとするコーポレート・ガバ、ナンスの充実に努めています。

I ・ 5

また、当社は透明性のある企業活動を実現するため、
以下の項目において、情報開示しています。

. . f = ・・ =.= s 5

・損益計算書.貸借対照表.有価証券報告書.個別注記表

・個人情報保護方針

・内部統制システム整備連用状況

: T :

昨今の公共施設運営においては、公の代行者である指定管理者は、モニタリング結
果の公開等、公正かつ透明性高い情報開示が求められるよう変イヒしてきています。
正確かつ公平な透明性の確保だけでなく、個人情報等情報公開できないものへの
配慮も含め、独自の情報公開基本方針(内規)を定め、積極的な情報公開を行ってま
いります。

情報公開のための方策

右のような情報公開基本方針を、旧分寺市情報公開条例」に則り、国分寺市様と協
議のうえ作成し、内規として周知して全職員が対応できる体制を整えます。
・情報開示請求の際は、内容に応じ、統括貴任者を中心に、本社担当者も含めた「情報
提供連絡協議会」を設置し、貴任をもって真摯に対応します。
・新たに、情報公開できない利用者を特定するようなセンシテイブな情報を整理し公
開後の影響に配慮し、国分寺市様と関係機関と協議のうえ、全部または一部を公開し
ないちのとします。

6



団体運営における法令等の遵守状況

貴任ある活を

@ rソ

当社は、当社グループの一員として、取扱う全ての個人情報の保護について、社会的使命を十分に認識し、本
人の権利の保護、個人情報に関する法規制等を遵守します。また、以下に示す方針を具現化するための個人情
報保護マネジメントシステムを構築し、最新のIT技術の動向、社会的要請の変化、経営環境の変動等を常に認識
しながら、その継続的改善に全社を挙げて取組むことをここに宣言致します。

1.個人情報は、行政・企業・学術を中心とする各種イベント・コンベンシヨンの企画立案・韓旋・実施、試験-検
定事業、ITソリューシヨンおよびマーケテイングソリューシヨンを中心としたシステム開発およびサービス提
供、市場調査、PFI等の事業、広告'プロモーシヨスコンテンツおよびェンターテイメント事業における当社

の正当な事業遂行上並びに従業者の雇用、人事管理上必要な範囲に限定して、取得・利用・提供を行い、特
定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いは致しません。また、それらの事を確実

なものとするため、個人情報の管理貴任者を定め、適切なルールに基づき個人情報保護に関する活動を行
えるよう環境を整備します。

2.取得した特定個人情報は、番号法で定める利用目的、提供の範囲内でのみ利用し、提供します。

3.個人情報保護および特定個人情報の適正な取扱に関する法令、国が定める指針、およびその他の規範を遵
守数します。

4.個人情報の漏えい、滅失、き損等のリスクに対しては、合理的な安全対策を講じて事業の実情に合数した経
営資源を投入し、個人情報セキュリテイ体制を継続的に向上させます。また、セキュリティ上、問題があると
判断された場合には速やかに是正措置を講じます。

5.個人情報取扱いに関する苦情および相談に対しては、適切かつ迅速に、また誠実に対応致します。

6.個人情報保護マネジメントシステムは、当社を取卷く環境の変化を踏まえ、適時'適切に見直してその改善を
継続的に推進致します。

本方針は、全ての従業者に周知させるとともに、当社のホームページ、八。ンフレツトなどに掲載することにより、
いつでもどなたにも入手可能な措置を取るものと致します。

7



団体運営における法令等の遵守状況

:y 1 S£ :p 1

企業として法令遵守は当然のことですが、適法かつ社会の要請に応えた管理運営を確保する観点から、労働
基準法をはじめとする労働関係法規を遵守した適切な就業体制を確保しています。また、働く人々が過度な労
働や低い立場を強制されないためのルールとして、日本国憲法第27条では基本的な労働条件が明記されてい
るほか、労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、最低賃金法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、y\°-
卜タイム・有期雇用労働法などの労働関係法令が定められています。当社は、適法かつ社会の要請に応えた管理
運営を確保する観点から、このような労働関係法令を遵守し、健全な労働環境を確保いたします。当社では、正
社員、有期契約社員りルタイム/パートタイム)等の契約形態ごとに、就業規則を定めています。この就業規則
をしっかりと遵守することで、健全な労働環境を保持してまいります。

[ _ +̃„-;.

最低賃金

労働時間

s

社会保険加入

年次有給休昭

特別休暇

I災害補償

I通勤手当

・ワークライフバ、ランス推進への取り組み

社員全員が『健康で活き活きと働き、自らの能力を最大限発揮レ仕事を通じて成長していき、家族も含めた
幸せを実現すること』の実現を目指し社員が能力と個性を存分に発揮レさまざまな立場で活躍してもらうた
めの取り組みを、積極的に進めていきます。当社は、SDGSに基づいた働き方の新基準「ディーセント・ワーク」
を意識し施設職員の人権が尊重され、働〈ことで生活が安定レまた人間としての尊厳を保つことのできるよ
うな労働条件の提示、環境整備に努めてまいります。ディーセント・ワークの実現のため、全社員が下記の8つす
べての項目を満たすことを常態とします。

・八ラスメント防止対策について

当社では不正や八。ワー八ラスメント、違法、その他社が規定する行動規範に違反する行為やセクシヤル八ラス
メント・マタニテイ八ラスメントに関することが発生した際にその事実を速やかに認識レ違法行為等による危機
を極小化するとともに、公正かつ透明な企業活動に徹し代表企業の]ンプライアンス経営の強化のために必要
な体制の一環として、内部通報受付窓口を設置しています。

8



団体運営における法令等の遵守状況

: ;

ワークライフバランスを推進することは、社員全員が「健康で活き活きと働き、自らの能力を最大限発揮し
仕事を通じて成長していき、家族も含めた幸せを実現すること」であると考えます。社員が能力と個性を存分に
発揮レさまざまな立場で活躍していただくための取り組みを、積極的に進めます。

・育児休職者交流会の開催

・仕事と家庭の両立支援推進

・仕事と家庭の両立支援推進

土会からのか

卷社会保険への加入について

正社員は必ず社会保険(厚生年金、健康保険、雇用保険)に加入します。ただし、契約社員の場合については、
労働条件が一定ではないため、週あたりの労働時間によって社会保険に加入する場合、しない場合があります。
これらの条件については、採用時の募集広告の際に必ず明示します。

,.,レ-:. : s" i <A¥ ぐ※)下記の条件を満たす場合、社会保険の加入と
し：二しふスI-

週20時間未満勤務 x ! x

週20時間以上勤務 0 I のぐ※)

なる。ただし、学生を除<。

・時給X週労働時間X52週+12力月=月額賃

金8.8万円(年106万円)以上

9



運営実績

社会育設をはじめとした
全での多多な設̃営の豊富な

当社は、台東区社会教育センターやすみだ生涯学習センターをはじめとし、
住民の社会教育活動・生涯学習活動を振興する公共施設運営のほか、文化
施設‘MにE施設等の様々な施設運営を行っています。公共文化施設や観光
集客施設などの運営を通じ、地域交流や地域の皆さまとの共創・協働を積
極的に取組み、■課題の解決に貢献しています。

拠点

2025年度4月

台東区社会教育センター

他社会教育館4館
東京都台東区 生涯学習施設

L .. .

すみだ生涯学習センター

みどりコミユニテイセンター

東久留米市立生涯学習センター

(まろに文ホール)

和泉シテイプラザ

中野区もみじ山文化センター

(なかのZERO'野方区民ホール・

なかの芸能小劇場)

I �

多摩市複合文化施ま

(パルテノン多摩)

北とぴあ

北区赤羽会館

さいたま市プラザノース

稲城市立iプラザ

逗子文化プラザホール

多賀城市文化センター

豊中市立文化芸術センター

宇都宮駅東口交流拠点施設

(ライトキューブ宇都宮/

宮みらいライトヒル

横浜ランドマークタワー・スカイガーデン

万博記念公園

中央区立晴海地域交流センター

中央区観光情報センター

東京シテイアイ

東京都墨田区 生涯学習施設I

東京都墨田区 生涯学習施設I
;

東京都東久留米市生涯学習施設i

大阪府和泉市 生涯学習施設i

文化施設

文化施ま I

文化施設

文化施設

文化施設

文化施設 1

文化施設

文化施設 i

!文化施設 '

コンベンシヨン施設I

交流拠点施設I

\ I
神奈川県横浜市西区観光集客施設’

大阪府吹田市, 観光集客施設

東京都中央区 I ±也域交流施設

東京都中野区

東京都多摩市

東京都北区

東京都北区

埼玉県さいたま市

東京都稲城市

神奈川県逗子市

宮城県多賀城市

大阪府豊中市

栃木県

宇都宮市

東京都中央区

東京都千代田区

観光案内所

観光案内所

指定管理

指定管理

指定管理

指定管理

指定管理

指定管理

指定管理

指定管理

指定管理

指定管理

PFI

指定管理

指定管理

指定管理

指定管理

業務委託

指定管理

指定管理

業務委託

業務委託

2017.4-

2018.4～

2022.4-

2010.4-

2003.4-

2006.4-

2022.1-

2015.4-

I 2017.4-

2008.5-

2009.10-

2014.4-

2011.4-

I 2017.4-
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効率・効果的運営ぺの取組み状況

全国の設̃営を̃して培ったノウ八ウを駆レ
̃営の効率化との向上を立

二 -ニニ ■ :Tミ,

: :» :

より多くの方に利用いただき、施設を中心に教育振興が図れるようにするには、効果的に広報活動や営業推進
を行う必要があります。当社は全国の施設運営において、効果が高い広報手段、営業手段のノウ八ウを有レ当
施設においても、最大限効果が期待できる施策を実施してまいります。

・施設の利用促進

施設の利用促進を図るためには、興昧がない方・施設を知らずに来館したことがない方への働きがけに注力し
てい〈ことが必要であると考えます。利用に至るまでのプロセス・心理をしっかりと理解レ施設利用者に合わせ
たサービスを提供することで、「遡ずれるj場所でありたいと考えます。

11



効率・効果的運営ぺの取組み状況

<施設の利用イ�イズージI利用までのブロセス>

s: " : f / 1 = ・ � -

ターゲットや目的にあわせた広報媒体の活用

12



効率・効果的運営ぺの取組み状況

・具体的な情きR発信の取り組み

:

-v� �� � 、ームトジの C̃3l\T

日本国内でスマートフオスケータイの所有者のうちスマートフオン比率は
92.8%となつています。

(令和3年1月Nぴドコモモバイル社会研究所調べ)

上記を踏まえて、ノてソコン、スマートフオンそれぞれに最適化された画面を

表示ができるシステムを構築します。

ぬ ホのi 、佳

「ひかりプラザ」として広<市民に認知していただくため、パンフレツトを改訂、

新し<制作します。

写真を使ったわかりやすいパンフレット制作を心がけるほか、見やすさを意識レ

A4/B5サイズの観音開きタイプを提案します。

ンス’-ムナ、どSNSを、̃ - =

SNSでの情報発信は、

t。の=を̃’ -

地域で発行している情報誌に

13



: 受託への熱意・意欲

全の管̃営, で培った
ノウ八ウや経を活かし、「社会育のはじまりの場所」に貢

@ 1 =̃ =̶ :: ミ::::

当社は全国70以上の施設を管理運営しています。中でも社会教育施設や生涯学習施設の管理運営を多<担
い、常に地域と連携を園りながら運営してまいりました。また、施設運営を通じて、市民参加型事業を拡充し、市
民・地域に密着した施設づくりを行い、多〈の娠わいを創出してまいりました。

多摩地域においては、八。ルテノン多摩や稲城市立iプラザ、東久留米市立生涯学習センターを運営しているほ
か、過去には東大和市民会館(八ミングホール)や西東京市保谷こもれびホールなど、様々な施設を運営してま
いりました。また、立川市にある東京観光情報センター多摩も当社で運営しております。多摩エリアにおいて、確
かな実績があるからこそ、ェリア間の連携を通じ、貫献できると自負しております。

春社会教育施設での実績・取り組み

すみだ生涯学習センター

みどりコミユニテイセンター

台東区社会教育センター

他社会教育館4館

東久留米市立生涯学習センター

(まろにえホール)

和泉シテイプラザ

I-

4-

1

東京都墨田区

東京都墨田区

東京都台東区

東京都東久留米市

大阪府和泉市
J

- t

・本提案における地域との具体的な連携内容

14



s 受託への熱意・意欲

直営から指定管理者制ぺ、スムーズな移行をお約束

= -
� s==バニ 1

指定管理者制度の導入にあたっては、市民の皆様、地域団体、有識者様等と対話を重ね、慎重に検討を進めて
こられたと理解しています。特に、当施設には大きな期待と不安が寄せられていることと推測します。

皆様の不安を解消しつつ、期待に応えるため、市直営ならではの運営品質の維持とこれまでの歩みを大切に継
承しながら、民間企業ならではの新たな付加価値をつけて、よりよい教育センターヘと進化してまいります。

=̃ : ,

市直営施設の引継ざには時間を要することが想定され、膨大な情報量と蓄積された暗黙知を形式知化するこ
とが重要です。選定後の弓I継ざ期間を有効に使い、漏れなく効率的な引継ざを実施してまいります。また、議会
通過後から採用活動を開始しパート・アルバイトなどの現職員を優先して採用面接を開始します。

15



・ 事業運営への独創性

の係、体との̃携をにした̃営

公共施設の役割は、その地域に在住する方々、在勤、在学する方々が集い、個々の生活水準や福祉の向ム生
きがいの充実にあると考えます。当施設は教育の振興および充実並びに市民の生活文イヒの向上を図ることを目
的にしており、市民がより豊かに生活できるように手助けすることが貴務です。前述の通り、市内には公民館と
いつた教育施設が点在しており、±也域とより連携を図り、当施設の設置目的を実現することが求められています

地域連携のイメージ

16



・ (9)事業運営ぺの独創性

5
よ

1

1

連携のボイント

2 3

: f
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施設管理の安全性への配慮

市内における, 豊富な企と協カレ
安心・安全・快、な設を提供

:: x

指定管理者として高いコンプライアンス意識を持ち、法定点検等の保守点検を実施してまいります。

法夕は大規模災害や事故の発生により、改正や解釈基準の変更、行政指導が行われる場合があります。リアルタ

イムで法令情報を把握し維持管理に努めます。また、設備や維持管理に関する研修を年間通して実施することで
安心‘安全な環境を提供します。

I!
"?TJ»T

保安警備は、安心・安全・快適な施設運営をめざすうえで重要な業務と認識しています。保安警備業務は現在当

施設で従事している企業に業務委託を行う予定です。これまでの実績を踏まえ、引き続き安心な施設管理に努め
ます。

日常点検では します。巡回では、■
。閉館時は、巡回前に当日の施設

の利用状況を把握してから行い、利用者や火気の確認をしていきます。また、倉庫・トイレ等目の届きにくい箇所や
死角になるところを日頃から確認レ防犯'防災を徹底します。

不審者を発見した場合は、 します。

器物破損や建物内への侵入などを発見した場合には、速やかに国分寺市様へ報告すると

ともに警察へ通報します。日頃から警察と連携をとり安心.安全.快適な環境を守ります。

体調不良者を発見した場合は、

に

努めます。

施設の長寿命イヒと施設利用者への安全に配慮します。

従事する統括貴任者が、

±也域性を考慮した予防保全を実施し、施設の機能を長期間維持できるようにすると共に、ライフサイクルコストの

削減に努めます。また、当施設の運営業務に配慮した修繕業務を行ない、環境負荷の抑制に努めます。

日常点検・定期点検により発見された異常だけではなぐ道在的な異常要因を予測・検討し予防・予知保全を計
画的に実施し、事故や故障を未然に防ざます。

18



利用者への対応状況(接遇・苦情対応)

安心・公平・平等な窓口務を行い、
常に利者の声を̃に反・改善

1

誰もが安心して利用できる対応

公平・平等な貸室利用とマニュアリレ作成

ajぼきサ-ビス
・マニユアル
̶記載事項例

サービス向上施策と施設利用者のユニバーサルサービス対応

当施設には、年齢、性別、国籍、障害の有無などを問わず様々な方が来館することが予想されます。全ての利用
者が安全・安心・快適に施設を利用できるユニバーサルな施設づくりを行います。すべての施設利用者が快適に
利用できるよう、八ードとソフトの両面から配慮と取り組みを行います。

* I > s' : lil' S 4' :

実績

19



利用者ぺの対応状況(接遇・苦情対応)

- :ニバ■ 1

苦情やクレームが発生した状況や原因を正確に把握レ速やかな対策を講じることで施設利用者の信
頼回復に努めます。また、状況や事象に応じて国分寺市様およぴ関係各所へ速やかに書面等により報告・
連絡を行います。

業務改善策の検討は、当社のノウ八ウや全国の他施設の事例を踏まえて最適な対応策を模索レマニュ

アルヘの反映や各種会議での共有により、日々の運営に即時に反映させ、業務改善を臨機応変に行いま

す。いただいたご意見・ご要望は、施設内の協議会等でも共有を行います。把握したご意見・苦情は、即時

マニュアルに反映するなどスピード感のある対応を行います。

:s
ss 1 �ヨド: I

施設利用者からの意見や要望等を把握する取組みの考え方

市民の皆様、施設利用者の意見・要望等を「改善のヒン

卜」と位置づけ、スピード感をもって、サービスや施設運

営業務に反映します。

埋もれてしまいがちな施設利用者の声も含めてニーズ

を把握するため、収集の間口を広げ、できるだけ多くの

「お客さまの声」を収集把握します。 . ...
f = !"

施設利用者からの意見や要望等の把握方法

施設利用団体や施設利用者代表を対象にした「施設利用者アンケート」を実施、施設利用における満足度や
ご意見、ご要望等を把握します。

�":

20
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利用者への対応状況(接遇・苦情対応)

:s
ss

s'

利用者の声を反映するフロ一

市民・施設利用者の意見・要望等を「改善のヒント」と位置づけ、スピード感をもつて、サービスや施設
運営業務に反映します。施設利用者の声を反映するための打ち合わせやサービス自己評価を通じて、日
常業務・事業計画に反映します。

関係各所との連携や情報のアツブデートを行うことで、新たな課題などに対しても日々の業務やマニュ

アルに反映レ質の高いサービス提供を行います。

E . lii�

自己評価として、当社の本社管理部門でセルフモニタリング委員会を設置し、定量評価を行います。
全体課題を確認し、業務改善に反映していきます。また、モニタリング評価を国分寺市様に提出します。

21



社員等の育成状況

定, 的に研修を行い、
全員統一のの高いサービスを提供

::

施設運営において重要な要素の一つである人材育成は、業務に応じたスキルアツプを促し部門ごとに専門
性を高めることで、将来の施設運営を担う人材を育成します。

実績

22
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社員等の育成状況

= ・ I
::

運営ノウ八ウの蓄積や地域とのネツトワークをより深めるために、人材の継続雇用は重要な視点の1つです。プロ

フェツシヨナル人材により長く働いてもらうため、キヤリアアップ‘スキルアップを支援する多種多様な制度や研修
を行います。

<キヤリアアツプ・スキルアツプを支援する研修例>

実績

人事評価制度

キヤリアプランに応じた人事制度や業務内容や経験にあわせた職員研修を積極的に設けることで、継続的に
資質向上を図るとともに、働きやすい職場環境の構築を行っています。
人事評価については、

資格取得支援

23



社員等の育成状況

38

実績
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個人情報保護対策状況(情報の管理体制)

コンプライアンス(法令̃守)をレ
個人情♦浅 0件を目指す

"s. 1 B . ■ス,

コンプライアンス(法令遵守)、個人情報の適正な管理・運用の徹底は、市民の皆様に安全安心に利用いただく
ための最優先事項です。個人情報保護のための管理体制構築、個人情報取扱ルールの策定、
毎年の研修、個人情報管理台帳の作成等に取組、5年を通して個人情報漏浪事故0件を目指します。

春コンブライアンス(法令順守)の基本的な考え方

・当施設の管理運営においては、社会教育法、国分寺市立教育センター条例、その他関係要綱等に基づいて行
います。

・労働基準法、電気事業法、消防法、建築物の衛生的環境の確保に関する法律、その他施設管理に関わる法令
を遵守します。

・当社は、法令・規則を遵守するだけでな<、誠実かつ倫理的な施設運営を行います。また法令のみならず、社
会規範や規則を確認.理解のうえ、日々の業務遂行に努めます。

・個人情報保護・情報公開の基本的な考え方

実績

・万が一の個人情報漏えいには、迅速で誠意ある対応



個人情報保護対策状況(情報の管理体制)

・情報の管理方法および漏えい防止の取組

・取得する個人情報ごとに指定の登録薄を作成し、取得から廃棄まで一連の保管方法を明確に定め、決められ
た期日まで適切に管理します。

・ 「個人情報取扱いマニュアル」等の整備を行い、職員全員に定期的に意識喚起するとともに、あらゆるリスク
を想定しヒューマンェラーを最小限に抑えるための対策を講じます。

重要情報取扱のための具体的な取組

・

<コンブライアンス・個人情報管理体制>個人情報取抜いの流れ

5 s 1
;1

''・:

・f ̃ 二
I: �

=: s

・日頃から執務スペースを整理整頓するとともに、
利用登録票などの個人情報帳票を取り扱う際は、
個人情報の紛失.座難を防止するためのツールを
活用します。

卷ソーシヤルズディア利用時の行動指針を策定

・ブログやSNSなどを個人が利用する場合の行動指

針を策定.運用することで、各サービスの運用
にあたつて発生し得るトラブルを未然に防止し

ます。

・施設で運用するSNSの情報発信や活用方法につい
ては、公共施設を管理運営する立場として発信

する内容や活用方法が適切かどうか、研修を通
じて理解させます。

26



自主事業などの提案

と、携したさの充
設の認度向ム利増加に貢

=

・市民の関心と多様な講座

多彩な講座を実施することにより、これまでは関心のなかった市民の方など誰もが参加しやすく、その後の利
用につながる機会を創出します。

講座の実施においては、施設内にとどまらず地域の各所と連携を行うことにより、施設や地域の魅力を最大
限に発揮します。

自主事業を実施する上では、以下の4つをポイントとして、

します。

卷自主事業実施のボイント詳細

実績
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自主事業などの提案

= II

! i!

B.'
a
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障害者の雇用状況

共にイキイキと<ことのできる̃な場を

- = T ==� ■ミ

障害者法定雇用率維持に対する考え方

実績
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高齢者の雇用状況

シニア員の活

・: f � :=

c-向けたり, み

実績
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管理運営に必要な提案金額

; =s

収支計算書

指定管理期間

指定管理費収入総合計額(円)

指定管理費支出総合計額(円)

指定管理費市提示の上限額(円)

令和8年4月1日から令和10年3月31日

166,235,000

166,235,000

168.900,000

1.収入の部

指定管理費

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

科 目 金額小計

83 568 000 83 568 000 83 568 000

(単位:円)

合計

科目は、必要に応じて適宜追加.削除してください。
一般管理費、租税公課は別に算定根拠を示してくださレ、。
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管理運営に必要な提案金額

i=

収支計算書

指定管理期間

指定管理費収入総合計額(円)

指定管理費支出総合計額(円)

指定管理費市提示の上限額(円)

令和8年4月1日から令和10年3月31日

166,235,000

166,235,000

1.収入の部

指定管理費

168,900,000

今和9年4月1日から令和10年3月31日まで

科 目 金額 小計

82,665,000 82,665,000 82,665,000

(単位：円)
合計

科目は、必要にぼじて適宜迫加.肖j除してください。
一般管理費、租税公課は別に算定根拠を示してください。

� = � T ホ

【具体的な取り組み】
.八ンガーやポール八ンガー等の購入
・生活実習室のオーブンの交換
・和室に座椅子とテーブソレを購入
・自主事業(講座)の開催

32



: 環境ぺの配慮

に̃付けられた環境活にり, みます

¥ :» レ�レ

掲げる環境に配慮した持続可能な社会の形成に貢献するため、国分寺市環境基本計画や国分寺市ぜ口力ーボン行

動計画、環境基本法や地球温暖化対策の推進に関する法律、循環型社会形成推進基本法などの各種法令に則った
管理運営を行います。そのうえで環境に配慮した事業運営、管理を当たり前のものといたします。ただレ無理な取

り組みを行い、施設の安全、サービスの質の確保を怠ることはありません。良好な施設環境の維持と環境への配慮
を両立いたします。

公共施設の使命として、施設利用者や来館者に対して、環境保全に関する身近な参考、お手本となり、市民の皆様

環境保全活動への一歩目を踏み出しやすくする役割が求められていると考えます。事業や講座運営、管理において
身近な取り組みを行うことはもちろん、当社としての取り組みの発信も行います。

事業実施、準備、総務、経理、備品購入などあらゆる事業活動に、環境保全のための身近な取り組みを行います。

卷備品・消耗品類に関する環境への配慮

当社は

当施設においても環境への配慮を怠ることな<、環境に配慮した
備品や消耗品などの使用も実践していきます。

卷

公共施設の備品を管理する上で修理可能なものは修理を行い、再

利用しますが、老朽化が激し〈修理不可能なものは、どうしても更
新をする必要があります。

【そのほか、環境保全のための身近な取り組み詳細】

=' : s.
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・ 地域雇用の状況

付員の市 率100%を

:s

当社は地域人材を積極的に雇用レ地域や施設への深い理解や愛着のある職員による親しみやすい施設運営
を目指しています。特に施設利用者と直接、接する機会の多い受付職員は100%国分寺市民の雇用を目指しま
す。また、雇用においては、以下の方針をもとに採用活動を進めてまいります。

春雇用に関する基本方針

: : :=ミを

春経験豊富な人材による確かな施設運営

@
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災害時の対応

大規災害に対する危管意識をし、
災害生ににける’携体制の構

災害発生時に来館者の安全を確保すること、国分寺市の公共施設として然るべき対応をとることを第一に考え

当事業者全体で危機管理意識の徹底を図り、確実に対応できる連携体制を整えます。

= = t

緊急時や災害発生時に、迅速かつ適切な行動が行えるよう、危機管理体制を構築します。

安全第一で基本事項を徹底することを行動の基本とし、平常時から危機管理マニュアル等を整備したり、避難経
路を確認したりするなどして、無事故の達成に努めます。

災害発生時は、普段から現場をよく知る当社や協力事業者(メーカー等)が協カレ対応にあたります。

事前に当社の非常時参集基準を定め、国分寺市様や関係機関との連絡体制を確保します。また、当社と協力事業

者間で迅速に連絡を取り合う体制を構築レ震災や浸水等の同時多発災害時も迅速な一次対応を行います。

:s It = ?! = � ■ソミ

豊富な管理経験'ノウ八ウに基づいた危機管理マニュアルの整備に加え、来館者の安全確保と被害拡大の防止を

最優先に考ん迅速で的確な初動対応を行えるよう定期的に防災訓練を行います。

非常放送の連動基準の確認や大人数による避難経路や誘導方法等、施設ならではの確認事項を取り入れたマ
ニュアル見直しを行います。

〈危機管理マニュアルの例〉

実績
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災害時の対応

- '・'・f

緊急時には、統括貴任者を本部長とした緊急対策本部を組成し、万全な体制で迅速な対応を図るとともに、国分
寺市様および関係機関と連携して事態に対処します。

大規模災害時には市災害対策本部の指揮の下、±也域の一員として地域住民と連携します。

0 :■ヴ f

公の施設の管理代行者(指定管理者)として業務を遂行するうえで、利用者が安心して利用できる環境を提供
することは最低限の務めであり、当施設に従事する全職員には事故やトラブリレを予測する「危機回避義務」があ
ります。私たちは、事故等の危機回避能力を高めるため「…だろう」という楽観的な管理ではなく、 「…かもしれ
ない」という危機回避に向けた管理を徹底します。

:;

当社は、新型コロナウィルス感染症拡大や大規模な災害など、事業

を中断せざるを得ない様々な脅威への対応として、事業継続計画を

策定し、社内外の環境変化に応じた継続的改善を行っていくことを宣

言しています。

【当社が策定する事業継続計画(Bcp)の種類】

-大規模災害に対する事業継続計画
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新幹線資料館および鉄道展示室の運営業務の提案

国分寺市の財である
市内外での積極的なPR活 二

・ ・

-料・、示
開による来場増

: 二 .ボ :

基本的な考え方

新幹線資料館、鉄道展示室は「鉄道のまち.国分寺jを象徴する貴重な財産です。マンホールカードの配布など
により、現在も市内外から多くの来場者が訪れています。資料館、展示室、さらに市内外へ発信し、認知度を高
め、来場者を増やします。

また、新幹線をテーマとした講座を地域の方々と連携して実施レ市民が自地域の歴史や観光資源を学び直す
きつかけとします。

・具体的な取り組み

:' レ a

i

-I

I
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収支訃算書

指定管理期間

指定管理費収入総合計額(円)

指定管理費支出総合計額(円)

指定管理費市提示の上限額(円)

令和8年4月1日から令和10年3月31日

166,235,000

166,235,000

168,900.000

1.収入の部
指定管理費

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

禾； 目 金額小計

83,568,000 83,568,000 83,568,000

(単位:円)
合計

科目は、必要に応じて適宜追加.削除してください。
一般管理費、租税公課は別に算定根拠を示してください。



収支計算書別添

【一般管理費(本社経費)、租税公課の算定根拠】

春一般管理費(本社経費)

♦租税公課

※本社経費、租税公課の科目内訳も記載すること。

【記入例】

当該施設経費

他施設1経費

他施設2経費

他施設3経費

他施設4経費

本社経費

総額

20,000,000円

18,000,000円

24,000.000円

24,000,000円

14,000,000円

5,000,000円

105,000,000円

(内訳)人件費、採用費、研修費、租税公課、減価償却費、広告費を計上。
(算定)

・按分率：当該施設経費20,000,000円/ (総額105, 000,000円-本社経費5,000,000円)==Q 2
.当該施設の本社経費：5,000,000円X0.2=1,000,000円



収支計算.

指定管理期間

指定管理費収入総合計額(円)

指定管理費支出総合計額(円)

指定管理費市提示の上限額(円)

令和8年4月1日から令和10年3月31日

166.235.000

166,235,000

168.900.000

1.収入の部
指定管理費

令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

科 目 金 額小計

82,665,000 82,665,000 82,665,000

(単位:円)
合計



収支計算書別添

【一般管理費(本社経費)、租税公課の算定根拠】

拳一般管理費(本社経費)

卷租税公課

※本社経費、租税公課の科目内訳も記載すること:
【記入例】

当該施設経費

他施設1経費

他施設2経費

他施設3経費

他施設4経費

本社経費

総額

20,000,000円

18,000,000円

24,000,000円

2も000,000円

1も000,000円

5, 000,000円

105,000,000円

(内訳)人件費、採用費、研修費、租税公課、減価償却費、広告費を計上。
(算定)

.按分率：当該施設経費20, 000,000円/ (総額105, 000,000円-本社経費5, 000,000円)

.当該施設の本社経費：5,000,000円X0.2=1,000,000円

=0. 2



事業名

合計

自主事業収支計算書

収入

R8年度
支出

(単位:円/税込)

収支
業
号

事
番



事業名

合計

自主事業収支計算書

収入

R9年度
支出

(単位：円/税込)

収支
業
号

事
番



団体等名称株式会社TBコミュニケーションデザイン

人員配置計画書

従事職務人数(A)

1施設管理責任者 1

常勤

1

(A)の人数内訳

非常勤臨時雇い

(A)のうち(A)のう

その他国分寺市民ち障害者の
(派遣等) の人数 人数

(A)のう

ち高齢者の

人数

現在雇用状況(令和0年0月1日現在)

(B)のうち(B)のう(B)のう
地域雇用ち障害者ち高齢者
の人数の人数の人数

総人数
(B)

2 防火管理者※施設管理責任者が兼任

3

合計

凡例
1.「従事職務」は、窓口応対、設備管理、警備など主に従事する職務を記載してください。
2.障害者とは、身体障害者手帳、精神障害者手帳、愛の手帳(または他県の同様のもの)
3.高齢者とは、65歳以上の者を言います。
4.再委託先で雇用される者は除いてください。
5.現在雇用状況は、管理している類似する施設の現況を記入してください。
ただし現指定管理者は、当該施設の現況を記入して〈ださい。

人員配置につレ、て、特記事項があれば記入してくださレ\
・現時点での計画となります。 -
・障害者、高齢者の人員配置については、採用状況によっては配置が難しい場合もございます。

区分しないときは「その他」としてください。
所持者を言います。

c
o

4
.
 
r
u



件名

125.8 19.0 144.8 1

122.0 19.0 141.0 2

＊　総合得点とは、各選定委員の合計得点のうち、最高得点のものと最低得点のものを除いた合計得点を合算し

　　て得た数値を、選定の対象となった委員数で除した平均とする。

＊　最高設定数値とは、５点（評価点の最高値）×係数合計である。
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115.5

＊　２次審査は、１次審査において７割以上の評価を得た応募者のみ実施。

指定管理者候補者選定委員会評価集計表

株式会社ＪＴＢコミュニケー
ションデザイン

Ａ者

１次審査で決定した係数の合計

１次審査での最高設定数値

１次審査における70%以上の総合得点

国分寺市立教育センター指定管理者候補者の選定（公募による）

　
申請団体

１次総合得点 ２次総合得点
１次+２次

総計
順位



応募者受付番号 評価日

評価者

評価点 係数 得点 5点 4点 3点 2点 1点 0点

合　計　得　点

アイデア・工夫が少
なく、対応・考え方
等に説得力を欠く。

アイデア・工夫もな
く、対応・考え方等
にも期待できない。

対応・考え方等がマ
ニュアルとして万全
に整備されている

対応・考え方等がマ
ニュアルとして良く
整備されている

対応・考え方等がマ
ニュアルに整備され
ている

対応・考え方等が不
十分である

対応・考え方等が整
理されていない

アイデア・工夫がみ
られ、対応・考え方
等に説得力もある。

19

当該施設におい
て、70%以上の雇用
について予定があ
る

21
新幹線資料館及び鉄道展示室におけ
る企画・提案

鉄道技術開発発祥の地としての魅力を
促進するための考え方について

地域雇用の状況
（提案に市内在住者の雇用が
多いまたは積極的提案がある）

アイデア・工夫が豊
富で、対応・考え方
等も強い説得力があ
り、大きな期待がで
きる。

アイデア・工夫も多
く、対応・考え方等
に説得力があり、期
待ができる。

省エネルギー、省
資源等への取り組
みがあまりない

当該施設におい
て、50%以上の雇用
について予定があ
る

当該施設におい
て、30%以上の雇用
について予定があ
る

当該施設におい
て、30%未満の雇用
について予定があ
る

20 災害時の対応
地震等災害が発生した際の対応につい
て

省エネルギー、省
資源等への取り組
みがない

18 環境への配慮
事業所における省エネルギー、省資
源、廃棄物削減、グリーン購入の推進
等への取り組み状況について

省エネルギー、省
資源等に向けた独
自の方針の整備又
は具体的な目標設
定があり、意欲的
に取り組んでいる

省エネルギー、省
資源等に意欲的に
取り組んでいる

省エネルギー、省
資源等に取り組ん
でいる

当該施設におい
て、60%以上の雇用
について予定があ
る

市内在住者の雇用予定について

指定管理費上限額
からの削減率が
1.5%以上である

指定管理費上限額
からの削減率が
1.0%以上である

指定管理費上限額
からの削減率が
0.5%以上である

指定管理費上限額
からの削減率が
0.3%以上である

指定管理費上限額
からの削減率が
0.3%未満である

65歳以上の高齢者
雇用率が3.5%以上
である

65歳以上の高齢者
雇用率が3.0%以上
である

65歳以上の高齢者
雇用率が2.5%以上
である

65歳以上の高齢者
雇用率が2.0%以上
である

65歳以上の高齢者
雇用率が2.0%未満
である

17 管理運営に必要な提案金額
事業計画の内容が施設の効用を最大限
に発揮できるものであり、経費の削減
が図られているか

16
高齢者の雇用状況（団体全体で
高齢者の雇用が多いまたは
積極的提案がある）

雇用割合や方針について

障害者雇用率が
2.7%以上である

障害者雇用率が
2.5%以上である

障害者雇用率が
2.3%以上である

障害者雇用率が
2.1%以上である

障害者雇用率が
2.1%未満である

提案があり内容も
非常に優れている

提案があり内容も
優れている

提案はあるが内容
は普通である

提案はあるが検討
の必要がある

提案はあるが採用
できない

15
障害者の雇用状況（団体全体で
障害者の雇用が多いまたは
積極的提案がある）

雇用割合や方針について

14 自主事業などの提案
市が提案するほかに、自らの提案はあ
るか

管理体制は十分で
ある

管理体制は良くで
きている

管理体制はできて
いる

一部管理体制に改
善の必要がある

管理体制に改善の
必要がある

十分に実施されて
いる

よく実施されてい
る

実施されている
実施されているが
不十分である

あまりされていな
い

13 個人情報保護対策状況
個人情報の管理体制について(社員へ
の周知・書類の保管など)

12 社員等の育成状況 研修の実施は十分か、実績はどうか

接遇・苦情マニュ
アルの整備は万全
である

接遇・苦情マニュア
ルの整備が良く整っ
ている

接遇・苦情マニュ
アルの整備が整っ
ている

接遇・苦情マニュア
ルの整備の改善が必
要である

接遇・苦情マニュ
アルの整備が不十
分である

特に優れた安全性
への配慮がされて
いる

優れた安全性への
配慮がされている

安全性への配慮が
されている

安全性の配慮に欠
ける

安全性の配慮がさ
れていない

11
利用者への対応状況（接遇・苦情対
応）

マニュアルの整備や社員教育独自のマ
ニュアルはあるか。住民への平等利用
は確保できているか

10 施設管理の安全性への配慮
資格をもった職員が常駐できるか。ま
た、施設管理に専門性のある団体等か

特に優れた独創的
内容である

優れた独創的内容
である

独創的である
あまり独創的でな
い

独創的でない

意欲的であり特に
優れている

意欲的であり優れ
ている

意欲的である
あまり意欲的でな
い

意欲的でない

9 事業運営への独創性
事業提案にその団体等でしかできない
ものがあるのか。また、他にはない提
案があるか

8 受託への熱意・意欲 提案(プレゼンテーション等)の内容

あまり透明・公平
性のある団体でな
い

透明・公平性のあ
る団体でない

7 効率・効果的運営への取り組み状況
施設の利用を促進させる方策がとれて
いるか。事業者の創意工夫がされてい
るか

6 運営実績 同様な施設での運営実績について

特に優れた効率・
効果的内容である

優れた効率・効果
的内容である。

効率・効果的内容
である

やや効率・効果的
に欠ける

効率・効果的でな
い

運営の実績が10年
以上である

運営の実績が７年
以上である

運営の実績が５年
以上である

運営の実績が１年
以上である

運営の実績が１年
未満あるいはない

5 団体運営における法令等の遵守状況
個人情報保護法、労働基準法等が遵守
されているか

団体を設立して７
年以上である

団体を設立して５
年以上である

団体を設立して１
年以上である

設立して1年未満で
ある

4 団体運営の透明性・公平性
進んで団体等の情報等を公表している
か

非常に遵守されて
いる

よく遵守されてい
る

遵守されている
あまり遵守されて
いない

遵守されていない

非常に透明・公平
性のある団体であ
る

よく透明・公平性
のある団体である

透明・公平性のあ
る団体である

市の基本理念に大
変近い

市の基本理念に近
い

市の基本理念に近
いところがある

市の基本理念にあ
まりあわない

安定している
あまり安定してい
ない

安定していない

3 団体の継続性 団体等の設立から何年経過しているか
団体を設立して10
年以上である

評点基準
評価項目 考え方

1 団体の理念・姿勢
施設の設置目的に対する理解や公共
性・平等利用への考え方

指定管理者の評価基準票
件　　　名

国分寺市立教育センター

市の基本理念にあ
わない

記述のない
もの及び左
記に該当が
ないもの

2 団体の安定性 経営状況の安定性
特に優れて安定し
ている

優れて安定してい
る


